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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 会 ・ 開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようござい

ます。 

 ただいまの出席議員数は１４名です。定足数

に達しておりますので、会議は成立いたしま

す。 

 ただいまから、令和５年第２回七飯町議会定

例会を開会いたします。 

  ─────────────────── 

町長挨拶 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程に入る前に、今期定

例会の招集にあたり、町長より挨拶の申し出が

ありますので、これを許可いたします。 

 杉原太町長、演台でお願いいたします。 

○町長（杉原 太） 令和５年第２回七飯町議

会定例会の開会に当たりまして、一言、御挨拶

申し上げます。 

 本日は、令和５年第２回七飯町議会定例議会

を招集申し上げましたところ、議員の皆様に御

参集を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症も５月８

日、季節性インフルエンザと同等の５類相当に

位置づけされ、ようやく経済活動も動き出しま

した。函館の若松埠頭に豪華クルーズ船も着岸

するようになり、今年度はクルーズ船が４７回

入港する予定ですが、大沼公園でのゴルフやラ

ンチのコースも設定されており、少しずつです

が、函館、大沼の観光客も増加してきました。 

 また、道の駅なないろ・ななえでは、平成３

０年３月２３日の開業から５周年を迎えました

が、町民はもとより、函館圏域、地元の皆様の

御理解と御協力により５月２０日に来場者数５

００万人を達成いたしました。 

 そして、このたび３期９年務めていただいて

おります宮田副町長が令和５年６月３０日で退

任されることになり、北海道庁から市町村行政

に精通し、豊富な見識を有している職員を公認

とする副町長の選任についての同意をお願いし

たいというふうに考えておりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 次に、定例会に提出いたします議案は、同意

１７件と条例の制定１件、条例の一部改正５

件、補正予算２件、町道路線廃止１件の議案９

件、報告３件の合計２９件でございます。詳細

につきましては、担当課長より御説明申し上げ

ますので、よろしく御審議いただき、議決賜り

ますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせ

ていただきます。 どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（木下 敏） 町長の挨拶を終わりま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１番  澤 出 明 宏 議員   

２番  神 﨑 和 枝 議員   

以上、２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月８日までの

３日間といたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から６月８

日までの３日間と決定いたしました。 

 会期予定表は、お手元に配付のとおりであり

ます。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 
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○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行

います。 

 地方自治法第１２１条の規定により、本会議

に出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷

して、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、閉会中の議会の動向については、議会

動向報告として、お手元に配付のとおりであり

ます。 

 また、町政動向報告についても、お手元に配

付のとおりであります。 

 次に、七飯町議会広報公聴特別委員会より閉

会中の委員長辞任に伴い、新たに上野武彦委員

を委員長に互選した旨の報告がありました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  出納検査報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 出納検査報告

を議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 永田代表監査委員。 

○監査委員（永田英利） ６月定例会に報告し

ます例月出納検査につきましては、２月、３

月、４月分の３か月分でございます。 

 ２月分につきましては、３月２８日、２９

日、３０日、３１日、３月分につきましては、

４月２５日、２６日、２７日、２８日、４月分

につきましては、５月２３日、２４日、２５

日、２６日、２９日、３０日、３１日に行って

おります。 

 会計課長及び下水道課長より提出されました

諸帳簿類の額と現金及び貯金等の金額が釣り銭

を省いた額と一致しており、計数上の誤りがな

かったことを御報告申し上げます。 

 また、３月３１日には、公営企業会計の貯蔵

品につきましても確認しております。 

 別に、実値棚卸表を添付しておりますので、

御参照願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は、報告済みといたします。 

 代表監査委員、お疲れさまでした。 

 以上で、出納検査報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４、一般質問を行

います。 

 通告順に発言を許します。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） それでは、通告に従い

まして、５問の質問を行いたいと思います。 

 本日、傍聴に来られた方、あるいは録画で動

画配信を見られている方、ありがとうございま

す、御礼を申し上げます。 

 定例会、議員の定数が１４名になってからの

最初の議会ということで、先日、アメリカのテ

キサス州ヒューストン在住の方から御意見を賜

りました。動画配信の効果が、そういうところ

にも出てきているのかなということを実感しな

がらの質問になります。よろしくお願い申し上

げます。 

 １問目。町内の公園の状況とその管理につい

ての質問であります。 

 昨年末からの冬期間は例年とは違い、平均気

温も低めに推移し、降雪量が特別多いわけでは

ありませんでしたが、雪が降る機会が少なかっ

たために積雪期間が長かったようであります。 

 春の兆しが感じ始められると、一気に雪解け

が進み、春分の日には多くの町民の方が町内各

公園に出向き、御家族連れや子供同士で穏やか

な休日を楽しまれておりました。 

 しかしながら、都市公園のトイレや水道は、

例年通り冬期閉鎖中のままであり、不便を訴え

る声が役場にも寄せられていたものでありま

す。季節の変わり目に委託管理を受けている施

設管理者が即応することは簡単ではないと理解

しますが、そこは住民サービスとしてできるこ

とを考え、見直す必要があるのではないでしょ
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うか。 

 また、町内各地で住宅地の造成が進み、子育

て世帯が増えていると感じられますが、一定以

上の開発行為が行われる場合、設置を義務付け

られている緑地公園が増えるだけでは、都市環

境が向上しているとは言い難いと感じます。 

 もっと子育ての環境として、あるいは高齢者

の方々が日中過ごしやすい場所の提供に改めて

見直しを図るべきと考え、次の点についてお伺

いをいたします、６点です。 

 １点目は、都市公園数と面積と一人当たりの

公園面積、また、他自治体などとの比較対象に

した場合についてお尋ねをいたします。 

 ２点目、開発行為に伴い緑地公園の実情につ

いてであります。 

 ３点目、町内の都市公園及び開発行為に伴う

緑地公園の委託管理の状況と契約内容について

お尋ねをいたします。 

 ４点目、冬期間の利用管理について。 

 ５点目、閉鎖期間中において、災害対応など

により急遽施設を開放するなどの施設管理を行

うことについて。 

 ６点目、新たな都市公園増設の考えについて

であります。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） それでは始め

に、１点目について答弁をいたします。町内の

都市計画公園内の都市公園数は１２か所、総面

積は９万７,２００平米、町民一人当たりの面積

は３.５平米となっております。 

 また、他自治体との比較になりますが、近隣

の函館市は２２.０９平米、北斗市は１１.８平

米と住民一人当たりの面積が当町より多い状況

となっております。 

 次に、２点目になります。開発行為に伴う緑

地の実情でありますが、始めに、原則整備済み

の緑地が帰属されますので、未整備のものはご

ざいませんので、御理解願います。整備済みに

ついては、９３か所の緑地、総面積は約３万８,

３００平米となっております。また、近年の整

備内容につきましては、基本的に境界柵などを

事業者に設けてもらうよう義務付けておりま

す。 

 次に、３点目ですが、都市公園１２か所のう

ち、七飯総合公園については、毎年指名競争入

札を行い、４月から１１月の間、管理棟の施

錠、草刈り・剪定、消毒などの委託業務を行っ

ております。残りの都市公園１１か所について

は、シルバー人材センターに草刈り、定期清掃

などの委託業務をお願いしております。その

他、都市公園トイレ清掃委託になりますが、町

内会などに業務をお願いしております。 

 また、開発行為の帰属等の緑地については、

９３か所のうち７０か所を七飯町森林組合へ委

託し、残りの２３か所については各町内会がち

びっ子広場として維持・管理を行っている状況

にあります。 

 次に、４点目ですが、七飯総合公園のみ１月

から２月の間、管理棟の施錠と駐車場の除雪業

務を行っております。その他の都市公園や開発

行為緑地については、かねてから近隣住民の要

望がありました冬期間の排雪場所として平成２

８年より解放している状況にあります。 

 ５点目についてですが、基本的に七飯総合公

園については、災害などにより急遽施設を開放

することは可能と考えております。また、七飯

町地域防災計画にも指定緊急避難場所に指定さ

れていることから、情報防災課と連携し、必要

に応じて施設を開放できるよう備えてまいりま

す。 

 最後に６点目になります。現時点では、新た

な都市公園増設の計画はございませんが、現在

進めている社会教育施設建設事業に合わせ、都

市公園を設置することが可能かの検討をしてま

いりますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上であります。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） それでは、１点目から

６点目まで再質問を行いたいと思います。 

 町民一人当たりの面積に直しますと、３.５平

米が七飯町と。函館市は２２点ちょっと、北斗

市が１１.８平米ということで、相当な一人当た

りの面積の開きというものがあって、何かこう
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見渡せば、それほど七飯町は緑が少ない印象が

ないのですけれども、公園としての面積という

のがかなり少ないという状況になっていますけ

れども、これはなぜなのかを分かる範囲で説明

をお願いしたいと思います。これが１点目の再

質問になります。 

 ２点目は、開発行為をした場合に、その開発

行為の面積にもよるのでしょうけれども、大概

の場合は３％を緑地公園にしなさいという決ま

りがありまして、これに沿って造成地ごとに緑

地公園というのはできていくわけなのですが、

９３か所あるということで、その緑地公園に対

する町としての義務というのは警戒柵、これを

つけなさいということだけなのでしょうか。例

えば、その柵の構造ですとか、規模にもよるか

もしれませんが、水飲み場であったり、トイレ

の設置だとか、そういうことが要望としてでき

るのかできないのか、そういうことの町のお考

えを再質問させてください。 

 ３点目は、都市公園が１２か所あるというこ

とで、若松公園だけは別格ということで、これ

は毎年、指名競争入札をしていると。トイレの

清掃、草刈り、そういったものが入っている

と、これはシルバー人材センターが草刈りをし

ていると。 

 それから、開発行為の帰属での緑地公園とい

うのが９３か所あると、かなりの数がありま

す。それで、都市公園の状況、若松公園に関す

ることとかは理解できましたけれども、この帰

属する緑地公園とかは、町内会に委託している

ものも２３か所あるということなのですけれど

も、この公園の周りの方によく言われるのです

が、ペットの糞ですとかゴミなどの対応、確か

に、看板等を出したり、議会だよりなんかにも

書いてありますけれども、まだまだ何かご不満

をお持ちの方も多いようですので、そういった

ことに対して、町内会から望まれる声があると

思うのですが、町の考えをお聞きしたい。 

 それから、そういう要望を出されている町内

会から、何かもう少し町のほうにこういうこと

を援助してもらいたいとか、そういうことがあ

るのでしたらお聞かせを願いたいと思います。 

 ４点目の冬期間の利用のことですが、これ

は、若松公園は１月から２月の間は除雪と管理

棟の施錠をしているということですので、そう

なりますと、１２月と３月というのは、管理対

象から外れていると思うのですけれども、これ

はどういった意味があるのか、お答えを願いた

い。 

 それから、何年か前から、都市公園やこの緑

地公園というのを雪捨て場にしておりますけれ

ども、これについて何か問題が起きていないの

か、お尋ねをしたいと思います。 

 ５点目ですけれども、若松公園は、地域防災

計画で指定の緊急避難所に指定をされていると

いうことなのですけれども、常時除雪はしてい

ないということですから、緊急時になったとき

が、その除雪をしていない期間であれば、改め

て除雪から始めるという対応をしなければいけ

ないことになりますけれども、緊急のときに除

雪車を持って行って、除雪から始めるというの

もどうなのかなという気がしますので、このこ

とについてもう一度、できればシーズンを通し

てちゃんとやっておいたらどうなのかという主

旨での再質問を行います。 

 最後の６点目ですけれども、新たな都市公園

の増設、用地の少ない中で大変かと思うのです

けれども、九十何カ所の３％の緑地公園という

のがある。ほとんど除雪、雪捨て場としての価

値はあるのかもしれませんけれども、年間を通

してあまり利用されているという印象はないの

ですが、何かこの辺の在り方についても、考え

直す気はないのか。 

 それから、公園ではありませんけれども、街

路事業のために土地を購入している場所があ

る。購入金額１億円近くあったと思うのですけ

れども、その土地は、道路用地として町が確保

しているのですが、まだまだその事業が始まる

気配も全くないと。それであれば、物すごい投

資をする必要はないのですけれども、子供たち

がキャッチボールをしたり、自転車の練習をし

たり、そういうことができるような公園と言え

るかどうか分かりませんけれども、そういう利

用の仕方ということが考えられないのか、都市
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公園の増設ということとは、ちょっとずれるか

もしれませんけれども、キャッチボール程度と

か、そのようなことに使える土地、こういう町

が持っている土地、利用できるようなお考えが

ないのかということを再質問させていただきま

す。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） それでは、６

点、７点ほど質問がありましたので、随時説明

していきたいと思います。 

 まず最初に、七飯町が３.５平米ということで

少ない理由ということですが、一つの大きな要

因としては、函館市の場合、市街化調整区域内

に、自然的要素がある函館山、それは函館山緑

地として都市緑地としていること。また、北海

道で建設された道立の四季の杜公園を広域公園

としていること。あと、墓なのですけれども、

東山墓園などを都市計画決定しております。 

 また、北斗市においても、市街化調整区域内

の野崎墓園という墓を都市計画決定しているこ

とから、当町より住民一人当たりの面積が多い

という状況になっております。 

 あと、二つ目。その設置義務という基準の中

で、柵とか水飲み場、あとトイレなどの設置な

どの義務付けということなのですけれども、こ

れについては、開発行為の許認可において、柵

また水飲み場、トイレなどの設置義務付けはご

ざいませんので、御理解願います。 

 また、あくまで先ほども答弁しましたけれど

も、基本的には七飯町が境界柵、これについて

は隣地に対してはフェンス、また道路の手前に

は擬木柱などの設置をお願いしております。 

 また、そのほかで言いますと、面積の大きさ

によりますけれども、町内会と事業者間で協議

をしていただいて、ゴミステーションの設置が

必要な場合、設置もお願いしているところであ

ります。 

 あと、３点目。都市公園というか帰属緑地に

ついてのペットの糞、あとゴミ捨てなどに対応

した町民の対応になりますけれども、これにつ

いては、その都度、協議させていただいて、看

板などを設置して、注意喚起をしているところ

でございます。 

 また、２３か所の維持管理しているその町内

会に対しての要望についても、２３か所のトイ

レの区分なのですけれども、２３か所ではな

く、トイレ清掃委託ということで、８か所、町

内会にうちのほうは委託管理をして、トイレの

清掃などをお願いして、内容については、トイ

レで使用する備品とか消耗品などを支給して対

応している状況になります。 

 次に、４点目になります。４点目の総合公

園、若松公園の１月、２月以外の１２月、３月

の除雪に対して、除雪業務が外れていると。ま

た、その他の緑地について何か問題はないかと

いう部分になりますが、基本的に挙げられると

したら、単純に１２月については、まだ雪が少

ないという状況であることと、３月について

は、雪解け時期に入ることから、管理対象とし

て外して委託している状況にあります。 

 また、その他の都市公園、緑地の雪捨て場に

ついては、ほかに問題がないかという部分です

けれども、先ほど答弁いたしましたが、かねて

から近隣住民の要望がありました冬期間の除

雪・排雪場所として開放いたしましたので、私

ども担当としては、要望に対する問題は一つ解

決したと考えております。 

 また、その他、冬場に関しての住民からの要

望などは特段ございません。 

 次に、５点目の総合公園の災害対応など緊急

時のため、シーズンを通しての利用は考えられ

ないかという部分ですが、議員おっしゃるとお

り、緊急時の除雪対応も想定されます。また、

今年のように雪解けが早く、住民から管理棟な

どの施設開放を望む声が多く寄せられていまし

たので、今後、検討課題と私どももしておりま

したので、この辺については、少しお時間をい

ただきたいと思いますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 あと、緑地の部分ですけれども、開発行為で

行ったその緑地、９３か所、利用されている部

分はありますけれども、利用がないように思う

という部分につきましてですけれども、これに

ついては、都市計画法上、一定以上の開発行為
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の基準が定められているものでありますので、

その辺については御理解願います。 

 また、繰り返しの答弁になりますが、公園を

増やす考えについては、現在進めている社会教

育施設建設事業に合わせて、都市公園を新たに

設置できるかどうか、可能かどうかの検討をし

てまいりますので、御理解願います。 

 あと、街路ですか、都市計画道路、恐らく、

昔、専攻取得した中島臨工通の部分だと思いま

すけれども、これについては、ちょっと今、北

海道のほうに整備計画の要望を継続的にしてい

る場所になりますので、ここは今、要望はして

いるのですけれども、その一時的公園として開

放するという部分については考えておりません

ので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） それでは、私か

らは５点目について説明させていただきます。 

 赤松公園なのですけれども、指定緊急避難場

所として指定されておりまして、この指定緊急

避難場所というのは、災害が発生した直後に命

を守るために一時的に緊急的に避難する場所と

いうふうになっておりまして、ここで数日間滞

在するという想定ではありませんので、当然、

そういった場合、除雪から始めるとか、そう

いった時間的余裕もないと思いますので、まず

は、こちらの指定緊急避難場所である赤松公園

のほうに緊急的に非難していただいて、もし、

数日間、危険がなくなるまでということであれ

ば、別な指定避難所、例えば、会館ですとか、

文化センターですとか、そちらのほうの避難所

のほうで滞在していただくということを想定し

ております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） それでは、再々質問、

少ないですけれども。 

 今、防災課長の答弁なのですけれども、例え

ば、道の駅なないろ・ななえの駐車場というの

は、駐車場が避難場所に指定されていますね。

例えば、峠で物すごい大吹雪になったとか、過

去に１回でしたか、あったと思うのですけれど

も、それで、その車の待機場所にするというこ

とで、あの駐車場があるということなのですけ

れども、あそこと比べれば、大分離れてはいま

すけれども。万が一、そういうふうに車を停め

ておく場所がないといったときに、あかまつ公

園のほうに誘導する、大した台数でもないで

しょうけれども。そういったときに、除雪がさ

れていないのであれば、誘導もできないという

ことになりますし、わずかこの１２月と３月だ

け除雪もしない、トイレのシャッターも開けな

いというのは、経費的には少しでも詰めたいと

いうお考えなのでしょうけれども、その緊急時

に使おうという中に入っているのであれば、こ

れは、ぜひとも年間を通して即使える体制を築

いておくということが必要ではないかなと思い

ますので、再度、御答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、６点目の質問、これは町長のお考

えになるかもしれません。街路事業で取得をし

て、もう随分たっている土地ですね。それが、

草刈りはやっているのですよね、それほど頻繁

にではないですけれども。それから、要望して

いるのもよく承知しています、これは毎年やっ

ていますから。 

 ただ、先ほども言いましたように、小さい子

供が自転車を乗れるように練習するだとか、そ

ういったところでは、都市公園では非常に狭く

て、キャッチボールもやってはだめとか、いろ

いろあるのですけれども。少しでも数を増やし

ておくと、少ない子供たちがゆっくりほかも遊

んだりできる場所に持ってこられるのではない

かなという気持ちで質問しているわけですけれ

ども。特別、トイレを造ってほしいとか、水道

を配管してほしいとか、そういうことはなく

て、ただの広場として少しでも町有地を有効に

利用するという観点で考えて、町長のお考えを

お聞きしたいと思います。 

 それと、全体を通してですけれども、やはり

公園の面積が少ないというのは、ちょっと七飯

町のイメージに合わないのかなという気がしま

すので、これについて総合的にどのようなお考
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えを持っていらっしゃるのかも併せて再答弁い

ただけるとありがたいのですか。よろしくお願

いいたします。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） ２点ほど出まし

たけれども、道の駅なないろ・ななえについて

は、除雪体制が整っていると、あかまつ公園に

ついても１２月、３月ですか、その辺は緊急指

定避難場所として指定されているのであれば、

除雪体制を整えたほうがいいのではないかとい

う部分については、先ほど、私も答弁しました

けれども、その辺については、雪解けの部分の

住民対応もありますので、今後、情報防災課と

確認を取りながら、必要な部分についてはやっ

ていきたいと思いますので、少し時間をいただ

きたいと思います。 

 あと、また中島臨工通ですけれども、先日、

私どもも改めて道に要望に行きましたけれど

も、現在、道道大野－大中山線、継続整備して

おります。その後に、町として、中島臨工通の

あのオオバを道にお願いをして、やっていけな

いかと、もう何年もやっていますので、この辺

については、現在やっている道道中山線につい

ては、令和７年、８年をめどに完了していく予

定でありますので、その辺については、あの場

所を町で臨時的な公園の場所としては整備の考

えはございませんので、その辺、御理解のほど

お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 公園の広さについて。

今、最後のときに、要は、七飯町がどうして公

園がこんなの狭いのかということを再度、ま

た、あと、そういうことに対して町はどういう

ふうに考えているのかということも聞いたよう

に私は感じたのだけれども。誤解を招く、これ

はビデオで流れているから、録画で流れている

ものだから。要は、七飯町の現状をきちんと、

都市計画区域内が七飯町は面積の半分しか入っ

てないからね、都市公園と言われているところ

は、大沼とかも全部除外されているし、そうい

うことをきちんと正確に答弁もらえればありが

たいです。 

 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） 大変申し訳ござ

いません。 

 都市公園が七飯町が少ないということで、今

後の増設の部分ではありますけれども、先ほど

答弁しましたけれども、函館市、北斗市につい

ては、都市計画区域内の中でも市街化調整区域

に多々、都市緑地なり、そういう部分がござい

ます。 

 また、七飯町については、市街化調整区域に

公園があるとしたら、今のあかまつ公園、総合

公園一つになりますので、都市計画区域内で考

えると、公園面積は大変少ないのですけれど

も、七飯町については、大沼国定公園もござい

ますし、その辺は区域外ですけれども、公園が

ありますので、今後、社会教育施設の部分で公

園の増設は考えられますけれども、現時点で

は、その部分を除いた部分では、都市公園の整

備は今のところ考えておりませんので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 最後の質問は、町長に

お答えをしていただきたいなということで、繰

り返しの質問をしたのですが、課長の答弁で終

わりたいと思います。 

 それでは、２問目に移ります。町内における

ゴミの不法投棄とポイ捨てについての質問であ

ります。 

 昨年、ある町内会より一般ゴミの不法投棄対

応に関する陳情書が町に提出されましたが、町

内会の方の地道な御努力と警察、役場の対処が

実を結び、解決した事例がありました。規模は

小さかったのですが、執拗に繰り返されました

不法投棄に対して、しっかりと根気強く向き

合った町内会の方には成功事例として参考にな

る点が多く、評価するべきと感じました。 

 町内には、同じように散歩途中で毎日のよう

にゴミ拾いをされている方も意外と多く、担当

課に連絡が入ることも少なくないようでありま

す。 

 しかし、これらは氷山の一角であり、山間地

側に見ると、多種多様な不法投棄が存在し、平

地部分でも人目のつかないところでは投棄が繰
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り返され、道路沿いではポイ捨てが多発してい

る残念な状況であります。 

 住みやすいきれいな七飯町を目指すために、

次の点について伺いたいと思います。４点あり

ます。 

 １点目。現在、町が行っているゴミの不法投

棄対応の状況について。 

 ２点目。不法投棄やポイ捨てに対する町内会

の対応について。 

 ３点目。ポイ捨てに対する町の対応策につい

て。 

 ４点目。これからの啓発活動や新規の対応策

についてお尋ねをいたします。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（村山德收） それでは、１点

目から順次、お答えさせていただきます。 

 １点目についてでございますが、環境美化清

掃員２名により週３回不法投棄等のパトロール

及び回収や通報等による不法投棄物回収を実施

しております。また、不法投棄を発見、または

通報を受けた場合、函館中央警察署、渡島総合

振興局と連携し、投棄場所の監視、巡回、情報

共有及び迅速対応できる体制強化を進めるなど

の対応を実施しております。 

 次に、２点目についてでございますが、町内

会において不法投棄を見つけたときは、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律により、禁止され

ている犯罪行為であることから、町もしくは警

察に連絡いただく対応となり、対象物が小さい

空き缶やペットボトルなどのポイ捨てについて

も同様の対応となるものでございます。 

 また、町内会維持・管理のゴミステーション

への不適正排出の相談があった場合、町でゴミ

ステーションへ注意喚起看板設置を行うなどの

対応も実施しているところでございます。 

 ３点目について。ポイ捨てが繰り返される場

所への警告看板の設置及びパトロールを実施

し、警察を始め、渡島総合振興局などの関係機

関と連携し、対応しております。 

 ４点目についてでございますが、これからの

啓発活動として、七飯町公式ホームページに不

法投棄禁止、ポイ捨て禁止啓発サイトの新設。

また、ＦＭいるか放送の町政だよりななえの行

政情報として不法投棄、ポイ捨てを禁止する旨

の放送を実施するとともに、新規の対応策とい

たしましては、不法投棄が繰り返される場所へ

の監視カメラの設置をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） これは、なかなかやっ

かいな問題ですし、私も関連する質問を何度か

行っておりますけれども。２名の方が週３回パ

トロールをして、あんまりひどいときには、中

央署、振興局に連絡をして対応するということ

なのですが、最後の御答弁の中に監視カメラと

いう言葉がありましたけれども、これ、４点目

で聞いたほうがいいのかな、その対応する中

に、監視カメラを設置したり、この頃、監視カ

メラというのは随分安いものがたくさん出てき

ているのです。今回のこの質問の中で、対応さ

れた町内会の方も監視カメラの対応も相当考え

たみたいだったのですけれども、そのときは

ちょっとやれなかったみたいのですが。イン

ターネットで見ますと、充電１回すると、何か

月もそのセンサーが働いて、ちゃんと録画がで

きるというカメラも１万円もしないで出てる

と。こういうものであれば、あちこちに、常時

捨てられるような場所に設置をしておくと、た

だ捨てられたゴミの対応をするのではなくて、

車両のナンバーだとか、どんな人が定期的にこ

こに来ているとか、そういうことが分かると思

うので、そういう対応を取ったほうがいいので

はないかと思うのですが、これを１問目でとり

あえず再質問させていただきたいと思います。 

 町内会は、私の住んでいる町内会もそうなの

ですが、あまりにひどいときは役場に連絡し

て、役場に対応してもらっていると。ただし、

ゴミステーションの周りに捨てられているもの

は、仕方ない、不法投棄にあたらないという、

前にも警察と相談しましたら、不法投棄とは言

えないということなので、できる範囲では町内

会も対応している、私どもは、そういう町内会

がほかにもあるのかなと思いまして、質問しま

した。これは、基本的には町のほうで対応する
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と、看板とか、そういうものも設置するという

御答弁でしたので、これはいいでしょう。 

 ３点目も同じことなのですかね、それで、１

問目から４問目、トータルでのことなのですけ

れども、結局、どうやって減らすかというの

は、もう永遠の課題のような状態なのですけれ

ども、少しでも減らす、これは例えば、子供た

ちにきちんとそういう教育をしておくと、大人

になったときに捨てる人は減るのでしょうし、

そういうこともやってきたのでしょうが、改め

てそういうことに力を入れる必要があるのかな

というのが１点。 

 それから、例えば、シンガポールは、たばこ

を路上で捨てるだけでも何万円という罰金を科

せられる、こういう所もあります。何か、その

罰で防ごうというのは、どうなのかなという方

も多いかと思いますし、私もそういう気持ちは

ありますが、結果として、いつまでもそのいた

ちごっこの状況をどこかで止めるためには、や

はり町もそういう条例をきちんとつくって、明

らかに投棄した人を限定できる場合には罰金を

取るとか、そういった条例の制定などを考える

お考えはないのか、この点について再質問させ

ていただきます。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（村山德收） それでは、再質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目。周知・啓発、あと子供たちへ

の教育というところでございますけれども、そ

ちらについても、効果的であるのかなと。国、

道とかのいろいろな調査・研究方法を見ると、

やはり効果的な部分がそういう住民・子供も含

めた方への周知活動というのが必要なのかなと

考えてございます。 

 続きまして、条例でございますが、現在、七

飯町においては、そういうポイ捨て等の条例は

制定してはございませんが、北海道の条例で罰

則規定があるものが、七飯町のエリアも全て対

応となっている状況でございまして、現在でも

ポイ捨ては北海道の条例で言うと、罰則とかが

あるようなもので規制はされているというとこ

ろでございますが、議員おっしゃるには、多

分、七飯町独自にそういう形でやることによっ

て、そういう啓発活動とかも含めて抑止力にな

るのではないかという主旨の質問と捉えてござ

いますので、そういったところも道条例、あ

と、町で独自で条例を制定した場合の効果等、

今後、研究しながら検討してまいりたいとは考

えてございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） それでは、学校

の子供たちの教育に力を入れるべきではないか

という点について、学校課のほうでお答えして

まいります。 

 学校における教育については、地域や学校の

実態に応じて教科の枠を超えて特定の主題につ

いて総合的に学習を組織する教育課程である

「総合的学習の時間」というものが各学校で実

施されており、その中では、環境教育も行われ

ております。ＳＤＧｓやリサイクル、環境保護

などいろいろなテーマで授業、研究が行われて

おり、令和４年度の実践活動では、地域のゴミ

拾い、清掃、資源回収などの取組が複数の学校

で行われております。 

 こうした環境教育によって、時代を担う子供

たちにこうした意識が根付いていくことで、不

法投棄やゴミのポイ捨てを許さない、させない

地域づくりの一端になっていく、つながってい

くと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（村山德收） 答弁漏れござい

ますので。 

 ゴミステーション等への看板の設置でござい

ますけれども、先ほども１回目と重複でござい

ますけれども、繰り返し、不法投棄ときとかそ

ういうゴミステーションの部分に不適切排出等

ございましたら、カメラのほうの設置も積極的

に活用してまいりたいと考えてございますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 今の御答弁、本当にあ

りがたいことで、町内会でも、その監視カメラ

をつけたいという、ここの例もそうでしたし、

我が町内会もそういうことを検討したこともあ

りました。 

 ただし、それを盾にとって、あなたが写って

いるでしょうという話は、我々がする権利はな

いのです。 

 ですから、町として、その条例に基づいてそ

ういうことをきちんとやっていますとかとなる

と、筋道が通るということなので、ぜひ町長、

こういう条例の制定を早期にやっていただい

て、５年、１０年かかるのかもしれませんけれ

ども、そのきれいなまちづくりをぜひ目指して

いただきたいなと思います。 

 何か一言ありますか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） ゴミの処理に関しまして

は、資源として分ければ資源になりますし、混

ぜればゴミになってしまうというような形で、

ゴミも分別をしながら適正にゴミステーション

のほうに指定した日に出していただきたいとい

うふうに思っております。そして、その中で、

ゴミステーションは各町内会で管理しているゴ

ミステーションですから、その利用者以外の方

が捨てる場合は、これは不法投棄になる恐れが

あるということで、これは警察のほうと以前お

話ししたときには、なかなかそれはという話

だったかもしれませんけれども、捨てる内容の

ものにもあるというふうには思います。 

 また、この不法投棄の部分も含めて、国の法

律で大分罰金とか、そういうものもあるのです

けれども、その中で、啓発的な部分で地域とし

て、七飯町で、そういうポイ捨て禁止条例だと

かというものはどうするかということは、今

後、町内会のコミュニティ部会だとか、そうい

う部分もありますので、皆さんと協議した上

で、検討というか考え、研究していきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） それでは、３問目に移

ります。七飯町の湧水についての質問でありま

す。 

 本年２月で中島湧水の一般利用ができなくな

り、多くの方から苦情が寄せられ、これは私に

ですけれども、経緯を訪ねる声や再開を望む声

もいまだに絶えませんが、一方では、地元の

方々には好評をいただいている現実もありま

す。観光名所と言えるほどではありませんでし

たけれども、近郊では知られていた名所であっ

たことには間違いはなく、新たな形での再開を

待ち望む声も多いと思います。 

 町内には、ほかにも多くの自然湧水が存在し

ており、七飯町のイメージアップにつなげるた

めに、例えば、横津岳湧水巡礼地等の名所とし

て各地の湧水を町が整備を進めることができな

いか、以下の点について３点お伺いをいたしま

す。 

 １点目、役場が把握している町内に存在する

湧水源について。 

 ２点目は、水源の所有者に対して、一般利用

に向けた意向調査をすることについて。 

 ３点目、湧水の町として七飯町を位置づけ、

整備推進を検討することについての質問であり

ます。お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長（磯場嘉和） ３問目につ

いては、町内の湧水を町のイメージアップ、観

光振興に活用できないかとの質問と捉え、私の

ほうから一括して御答弁申し上げます。 

 昭和５２年１１月３日に制定されました七飯

町町民憲章にも「私たちは、秀峰駒ヶ岳と横津

連山のふもと、豊かな水と緑に恵まれ、近代農

業発祥の歴史を持つ七飯町の町民です。」とあ

り、豊かな水に恵まれていることは町民に理解

され、町のイメージとして定着していることと

思います。 

 現在、その豊かな水をミネラルウォーターに

して、事業者が製造販売しているほか、精密機

械工業の誘致、北海道新幹線総合車両基地での

新幹線車両の洗車や日本酒の酒蔵、クラフト

ビールの製造など、まさに豊かな水に恵まれ、



－ 13 － 

様々な分野の産業が発展しています。 

 町としましては、今後も豊かな水に恵まれて

いることを誇りに思うとともに、観光分野とい

うより、商工業の振興に活用できるよう民間事

業者の様々な事業の推進に町も協力してまいり

たいと考えておりますので、御理解ください。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ３問一括答弁ということ

です。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 一括ということです

ね。 

そうすると、個々の水源を改めて調査をした

り、利用させていただけませんかという意向調

査、こういったものはしないという御答弁です

ね。あくまでも、事業者ベースでやっていくと

いうことで。 

 この中島湧水の使えなくすることが、広報に

も載りましたが、その説明文では、何か今後き

ちんと考え直して、再開をするのではないかと

思われるような文章表現でしたけれども、この

点についてもう一度御答弁を願えないでしょう

か。 

 いろいろな問題が起きているというのは、承

知もしております。ただし、実際に利用してい

る人たちの声と御近所で暮らしている方たちの

不便、これを突き合わせしたときに、なかなか

解決策が見つからないということで利用を止め

たということなのでしょうけれども。今現在、

はっきり言って、農業をやっていらっしゃる方

があそこからどんどん水をくんでいっているか

といったら、そうでもないと。ただし、あの場

所で水をくんでいただくには、あまりにもまた

前を同じようなトラブルが発生する可能性があ

るということで、今は止めたということなので

しょうけれども。何かもう少しやり方がないも

のかなと。例えば、農道沿いのほうに水を引っ

張ってきて、農道沿いに町が、駐車場というの

ですか、水くみ場みたいなものを整備をする、

それは土地所有ですとか、いろいろな事業費と

してのお金もかかる話なのですけれども。そう

いうものがあるとないのとでは、大分違うと思

うのです。 

 ニセコのある温泉地のところに、有名な名前

でちょろちょろ出ている水があるのですけれど

も、これが非常においしいというので、一、二

度寄ったことがあるのですけれども、全然一人

がくんでいれば何分間かはくめない、量的に、

羊蹄の湧水なんかはじゃーじゃー出ていますか

ら、あれとは関係ないですけれども。ニセコの

温泉地にある水を、よくこんなのみんな我慢し

て並んで待っているなというような量しか出て

いなくても、おいしい水だということで、あま

りトラブルの話は聞きませんでしたけれども、

根気よく待って水をくんでいっているという場

所もあるのです。 

 ぜひ、七飯町で、無限かどうかは分かりませ

んけれども、この湧いている水でいろいろな方

が七飯町に集まっている、お金を落としている

かどうかはそれは別として、七飯町に来ている

のが事実だったのですから、こういうものをい

い形で再開をしてもらいたいという声は、非常

に多いと思います。広報に載っていた説明文に

対する今後の町の考えがもしあるのでしたら、

再度答弁をお願いしたいです。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

 １１時１０分再開いたします。 

午前１０時５８分 休憩 

────────────── 

午前１１時１０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 平松俊一議員の再質問に対する答弁より入り

ます。 

 町長。 

○町長（杉原 太） 平松議員がおっしゃるよ

うに、中島の水は非常に水質もよく、おいしい

水ということで、評判のいい水でございまし

た。 

 しかしながら、広報にも掲載しているよう

に、その水の取水に関わって、争いごとが起き

たり、あるいは２４時間関係なく、あの付近を

車でスピードを出したまま走行されたりして、

御近所のほうにも埃が舞ったり、あるいはそう
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いう騒音の問題だとか、というような近所迷惑

の部分が多くて、そして、しかも、道路も私道

であったということ。それから、そこから奥

まった所に水道水源があるということで、それ

こそ、そこの水道水源が１問目の質問にもあっ

たように都市公園だとか、そういう環境のいい

所にあればこそ、活用はあるのですけれども、

今、想定していることは、そういう用地の要件

だとか、そこまで行く、進入する道路の条件だ

とか、周りの周辺環境に迷惑がかからないよう

な形の中で町有地としてきちんと管理した上

で、この水源がきちんとモラルを守って、皆さ

んがくんでいけるような体制、条件がそろった

場合には進められるかなとは思っておりますけ

れども、今の状態では周りの付近含めて、民

地、それから私道というような環境の中ですの

で、当面、しばらくの間は、中島地区の農業用

水として活用していきたいというふうに考えて

おりますので。また、それ以外のところで、七

飯町が所有する湧水というのが、今のところご

ざいませんので、そういう意味で御理解いただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） おっしゃることは、よ

く理解はできます。ただ、今年度、町道中之島

線、通称広域農道と言われている道路改良を行

うと、これから上がってくるという資料を頂い

ているのですけれども。今の湧水の場所と能動

の間には、民地があります。ある企業の駐車場

用地としてあるのですが、例えば、ここをパイ

プで出してくると。それと、今回のその道路改

良のときに、若干駐車帯みたいなものを造っ

て、農道側でその水をくめるようにするという

ことには、それほど莫大な予算は必要としない

というふうに私は思うのですけれども、そうい

うことが考えられないのかどうか、せっかくの

その水です。今、町長がおっしゃいましたし、

担当課長からの説明もよく分かります。本当に

トラブルが多くて、近所の方には大変なご迷惑

をかけていたということがあるのですが、今

度、その農道のほうで水がくめるということに

なれば、これは２４時間いつくんだって、誰に

も迷惑もかからない状況をつくれるかと思うの

ですが。その辺、再考できないかどうか、再度

お尋ねいたします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） あくまでも、この水は有

料でということであれば、そういう投資をして

水の料金でもって回収するということも考えら

れますけれども、求められているのは、無償で

そういうＰＲ的なものということでしょうけれ

ども、今のところ、財政の部分も考えまして、

無償で提供するという形の中では、そういう整

備は考えておりませんので、御理解いただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 確かに、この水をどん

どんただで配るということになると、極端な

話、下水道の徴収料金も減ってくるということ

にもつながるという話になりますから。 

 ただし、やはり七飯町のイメージ、そういう

ものに、例えば京極町だとかああいうところ

は、お金を取っているかといったら、取ってい

ませんよね。でも、結構あちらのほうをドライ

ブする方は、必ずは１回は寄っていくと。あれ

ほどの規模ではないにしても、何かちょっと検

討してもいいのではないかなと。 

 まして、広報であれば、再開ができるように

もとれる文章をわざわざ書いたわけですから。

それであれば、道路改良に合わせて検討すると

いうことをもう少し再考できないですか。全く

やる気がないのか、それとも、もう一度検討し

てみましょうという心づもりがあるのか、御答

弁いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 最初に御答弁申し上げた

とおり、その付近の住民の方々も含めて、環境

が整った場合はというようなことで、しかしな

がら、なかなか私道であり、奥まった土地であ

りできない。そういう中で、少し離れた場所で

の、農道のほうに近いからということですけれ
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ども、それにしても、そこから、やはり整備し

ていかなければならないということもあります

ので、町としては考えておりませんので、御理

解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 答弁は必要ないです

が、町長、誤解をされていると思います。私が

再々質問したのは、広域農道の整備があるの

で、そこで水をくめるようにできないかという

主旨で質問しましたので、もし再考できるので

あれば、別の機会にお答えを願いたいと思いま

す。 

 ４問目に移りたいと思います。町内の農業後

継者の現状と半農半Ｘについての質問でありま

す。 

 全国的な後継者不足は、少子高齢化によると

ころが大きいですが、特に、一次産業における

担い手不足は優良農地の維持が困難な状況にな

りつつあります。 

 町ホームページ、七飯町の農業振興方策で

は、道南における重要な食糧供給地としての役

割を担っており、生産性の高い優良農用地を量

的に確保することを課題とし、七飯町農業委員

会でも新規就農希望者などの担い手確保に向け

た取組を強化していく必要があると表している

ところであります。 

 また、最近では、サイドビジネス感覚の就農

者を増やすために半農半Ｘ、いわゆる、仕事を

しながらの農業の取組を農水省や自治体で支援

をしている例も増えてきております。 

 そこで、七飯町における農業後継者、担い手

確保や半農半Ｘについてに関しての次の点につ

いて伺いたいと思います。 

 １点目。米作、野菜、花き、リンゴなどの生

産農家における農業後継者、担い手確保の現状

について。 

 ２点目。前問の生産農家の担い手や事業継承

の今後について。 

 ３点目。これらに対して、町が実施している

対策について。 

 ４点目。半農半Ｘに対する町の考え方につい

て。 

 ５点目。将来に向けて、町が検討しているこ

とについての質問であります。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、お答

えしてまいります。 

 １点目、２点目、３点目が関連いたしますの

で、まとめて答弁させていただきます。 

 現状といたしまして、七飯町の水稲などを始

めとする農業経営体数は、平成２７年の２０１

５年農林業センサスでは３４５経営体、七飯町

の農業の担い手ともなる効率的かつ安定的な農

業経営を進める認定農業者については、平成２

７年４月の状況では２００経営体で、経営体数

の約５７.９％、令和２年の２０２０農林業セン

サスでは３０８経営体となっており、認定農業

者は令和２年４月の状況では１８４経営体で、

経営体数の約５９.７％であります。現在は、認

定農業者は１６７経営体となってございます。 

 また、農業後継者でつくる団体、４Ｈクラブ

の人数は、平成２７年１１名、令和２年７名、

現在は４名となっておりますが、後継者となり

得るクラブ員の増員については、日頃より取り

組んでおり、新規に数名の加入を見込んでいる

ところでございます。 

 担い手や農業継承の今後ですが、家族間での

継承の場合にとらわれず、農地の賃貸や引き継

ぎなど、非農家の方の新規農業参入者について

も担い手、後継者と捉え、町内でも野菜生産を

しつつ、野菜直売所の引き継ぎや養鶏を始め、

直売所も設ける方など、鋭意取り組んでおられ

ます。 

 担い手、後継者については、一朝一夕で成果

を実感するのは、難しいところではございます

が、これまでも町では、国などの補助事業など

による担い手へ機械などの導入に取り組んでお

り、非農家の方の新規農業参入者についても就

農に向けて研修など、準備にかかる補助金や経

営開始後における所得状況に応じた補助金な

ど、関係機関と連携し、支援に取り組んでおり

ます。 

 ４点目、５点目については、関連しますの
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で、まとめて答弁させていただきます。 

 半農半Ｘは、いろいろな考え方があります

が、国では農政の基本理念や政策の方向性を示

す食料・農業・農村基本法の見直し、検証を

行っております。 

 その中で、半農半Ｘなどの多様な農業人材の

扱いは、意見が分かれ、論点ともなっていると

ころであり、５月２９日の中間とりまとめで

は、農業を副業的に営む経営体など、多様な農

業人材が一定の役割を果たすことも踏まえると

しております。 

 今後、令和６年の法改正を目指して、見直

し、検討が深化されるものと考え、今後の展

開、状況を注視していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） この農家の跡継ぎのこ

とについては、以前にも質問させていただいて

いますが、どうも何かすっきりしない印象を

持っています、申しわけないですが。 

 町として、もう少し具体的に取り組めるもの

があるのではないかなという主旨で、今回また

この質問させていただいております。 

 これは道新の記事なのですけれども、農家の

後継を親族以外の方に譲るというのですか、こ

れが、全国では大体１０％ぐらいなのですが、

北海道の場合は３４％という、非常に高い高率

をはじき出していると。別の仕事をやっている

人が、自治体の支援をいただきながら研修を

し、いずれは、そこの、農業が多いのですか

ね、を引き継いでいくということを具体的に

やっているところが出てきているわけです。 

 町内を見ますと、リンゴ園だったところが、

もうリンゴは作っていなく、リンゴの木なのか

雑木なのか分からないような状況になっている

ところが結構出てきています。非常にもったい

ないなと思いますし、農家の方に伺いますと、

もう私がやめたら後は誰もやらないのだという

ところがかなりある。七飯町で有名なものとい

えば、リンゴということをうたっておりますけ

れども、何年かたったら、ばたばたとそのリン

ゴが出荷できなくなると、こういう現状が喫緊

に迫っているということです。前提に考えれ

ば、もう少し町として具体的に取り組む必要が

あるのではないかなということで、前回も聞き

ましたし、今回もまた質問しているわけなので

す。 

 例えば、半農半Ｘというのは、農家の方とい

うのは、これはプロですから、農業で収入を得

るというのはメインですけれども、半農半Ｘと

いうのは、何かの仕事をしながら農業もやって

いこうという人です。こういうことを全国各地

で、農水省もそうですし、県もやっています

し、町でもやっているところがあるわけです。

こういうものを参考に、七飯町ももう少し何か

こう踏み込んでやっていかないと、確かに優良

な、稼ぎの多い農家も多いですけれども、やめ

ざるを得ない農家も、これからどんどん出てく

るし、実際にやめていっているところも多いわ

けです。これは、どこかで歯止めをきちんと

ね、町が支援する体制をつくらないと、だめで

はないかなと思うので、できればこれも町長に

お聞きをしたいのですけれども。 

 例えば、政府は２日の日に、首相官邸で食料

安全保障の強化などを話し合う食料安定供給農

林水産業機関強化本部、この会合を開いたので

す。これは、平時から、普通のときに食料の安

全保障を確立しておくと。例えば、ウクライナ

だとか何とかというときに、随分穀物の値段と

かが上がったわけですけれども、それにすぐ対

応できるような体制をつくるとは、これは簡単

にはいかない話ですが、考え方として、少しで

農林水産業、一次産業に関わる人たちを増やし

ていくという努力は必要ではないかなと思うの

で、もう少し具体的なことを考えていただきた

いなと思うのです。 

 例えば、町のホームページを見ますと、関係

者に対するアナウンスは多いのです。ところ

が、一般の人たちにこういう一次産業に関心を

持ってもらいたいというものは、皆無ですよ

ね。やはり、町の姿勢が問われているのかなと

思うのです。実際に、七飯町の農業だけ見れ

ば、特別困っている状況ではない、これはよく
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分かります。ただし、耕作放棄されていたり、

それから、果樹園なんかも草がぼうぼうになっ

ているところもあると。だから、これを誰かが

引き継いでくれれば、生きるものも多いのかな

と思うのです。それを一個人であれば対応でき

ないですけれども、いろいろな方に携わってい

ただく。例えば、私は自伐型林業というのを山

でやっています。これには、毎回募集をする

と、結構な人が来ます。これは、ここで体験し

たことで、自分で山を買って、山で生活をして

いってみたいという思いの人たちが体験するた

めに来ている方が多いです。それで、山を買う

ので、山を探している方もいます。 

 ですから、この一次産業に関することで働き

かけをしないと、いつまでもその事業者にだけ

任せておけば、どうにかなるということではな

いのです。やはり、町の姿勢を問われることだ

と思うので、できれば町長、もう少しこういっ

た一次産業の後継者、それから、農業の引き継

ぎ、こういうことにどういうお考えなのかをお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） すみません、私

のほうからお答えさせていただきますが、議員

のおっしゃること、理解できます。一般の働き

かけなど必要ではないかというようなことでご

ざいますが、私どもも、地域農業の魅力や特色

など、一般の方に広く知っていただこうという

ようなことで、新規の就農に意欲のある方など

を発掘するため、渡島の農業お仕事フェアとい

うような題名をつけまして、昨年９月１０日で

ございますが、近郊の大型書店２階にブースを

構えまして、近隣の自治体、関係農業者団体な

ど、道などと一体となって、そういった人材の

発掘などを行うため、そういった催しなどを開

催しているところでございます。 

 また、半農半Ｘでございますが、いろいろ

な、多様なライフスタイルであろうかというよ

うに感じますが、自給的要素が多いというよう

な部分も感じられるところでございます。 

 今後、先ほども申し上げましたが、国のほう

でそういった基本法の見直しなどを行いまし

て、そういった多様な人材の扱いについて見直

し・検討など行っていく状況でございますの

で、そういった今後の展開などを注視しながら

取組について考えていきたいというように思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 私の言いたいことは、

国でこういう補助事業がありますとかいうアナ

ウンスだとか、そういうのはホームページでリ

ンクしているので見られるのは知っています。

町として、どういう姿勢なのかなということを

前回も今回もまた聞いているわけです。そんな

にね、大したことではない、例えば、スマート

フォンのアプリで短期のアルバイトを利用する

のを、結構あちらこちらの農協関係で労働者が

足りないということで利用しています。例え

ば、北海道から始まって東北に行って、最後は

九州のほうまで流れる。春夏秋冬とそのアプリ

で農業関係のアルバイトをし、１年間生活をし

ていくという人なんかもいらっしゃるのです。

興味を持たれている方は、結構多いのです。そ

れと、例えば、企業としても人材を育成する一

つのこととして、そういう一次産業に人を出し

て、例えば、会社の経営の中にそういう農業で

すとか、花だとか、そういうことを取り入れた

いと考えている企業もあるのです。ただ、きっ

かけがなかなかない。そのきっかけを七飯町が

どうもっていくかということをお尋ねをしてい

るのです。何その、お金のかかることではなく

ていいと思います。農協だとか、そういうとこ

ろとタイアップすれば。例えば、アルバイトで

体験をしたその先に、私やっていきたいと、

だったら、こういうところどうですか、ああい

うところどうですかと話をつなげる気があるか

どうか。これをやらないと、なかなか簡単に一

次産業に入ってこようという人はないわけで

す。先ほども言いましたが、私は山で木を切っ

ている。子供連れで遊びに来る人たちが、お父

さんが結構はまってしまって、できればおじい

ちゃんが持っている山に行って。ちょっと遠い

のだけれども、木を切って、どうやったらそれ
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がちゃんと家族を支えられるか、それを考えた

いというようなことをおっしゃる方もいるわけ

です。先ほども言いましたリンゴ農園なんて、

本当に見たくないです、かわいそうで。この間

までは、いいリンゴがなっていたところが、い

つの間にか終わってしまっている。こういうこ

とを何とか食い止めようというのは、やはり町

の姿勢として必要ではないかということでお尋

ねをしていますので、もう一度御答弁を願いた

いと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 今現状の農業後継者の部

分も、後継者不足になっていることは、これは

もう実際に起きていることで間違いありませ

ん。そして、また今、農業の作業をするのに、

パートの募集をしても、なかなか人が集まらな

いという現状もお聞きしております。 

 そういう意味では、今、議員がおっしゃった

ようなスマートフォンの短期間のそういう募集

をするようなアプリを使ったもので成果が出て

ているというのは、結構旭川のほうとか、そち

らのほうでお話も聞いております。 

 そういう意味でいくと、この半農半Ｘも、農

業後継者を今後見つけて、引き継ぎをしていく

部分にも、その入口部分かなと思います。この

制度も、こういうふうにして農業も今の農地法

の問題だとか、農業の従事者ということでの指

定の部分だとか、いろいろ法律も少しずつ変

わってきておりますので、私どものほうも、農

業後継者の問題とそれから作業員のこの確保の

問題も含めて、研究していきたいというふうに

思いますので、御理解いただきたいというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） ぜひ、一生懸命取り組

んでいただきたいなと思います。あちらもこち

らも荒れ地になってしまってから、再度整備し

ようと思っても莫大なお金がかかるわけですか

ら。 

 それでは、最後の５問目の質問に移ります。

北海道新幹線の函館駅乗り入れについての質問

であります。 

 今回の統一地方選挙において、函館市長にな

られた大泉潤市長は、新幹線函館駅乗り入れに

ついての検討予算を提案されるようでありま

す。このことが、現時的に実現するかどうかは

余談を許さない状況ですが、七飯町長として、

どのような対応を取られるお考えなのかを伺い

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 函館市長が新幹線の函館

駅乗り入れにつきましては、その実現可能性を

調査するための予算を議会に提案される予定で

あることは新聞報道等で承知しております。 

 当該区間におきましては、函館駅－新函館北

斗駅のこの区間におきましては、七飯町の区域

においては、七飯駅及び大中山駅があるのです

けれども、七飯町といたしましては、これまで

どおり地域公共交通の維持・確保に向けて取り

組んでまいる考えでございます。 

 ただし、議員のおっしゃるとおり、調査の結

果に対しては、何ら余談を持つものでもありま

せんので、その推移については、しっかりと注

視してまいりたいと考えておりますので、御理

解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） まだ検討段階ですか

ら、決まってもいないものに対して、どうこう

あまりしつこく質問もできないというのも承知

はしているのですが、七飯町にとってプラスに

なるか、ならないかという検討はしておいても

いいのではないかなというふうに思っています

ので、今回、質問させていただきました。 

 例えば、ミニ新幹線の形式で函館まだ入って

くるということになると、今、走っているライ

ナーがなくなるわけですよね。その代わりに、

秋田こまちのような、ああいう車両になるかど

うか分かりませんけれども、そういうものが七

飯駅、大中山駅、桔梗駅にとまっていくと。 

 ということを考えますと、例えば、札幌延伸

になったときに、ダイヤがどうなるか分かりま

せんけれども、七飯駅から乗ったら札幌まで新
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幹線で行けるという、こういうことにつながる

可能性もあるわけですが、七飯の場合はちょっ

と別ですかね。 

 函館市に同調しながら、一生懸命やっていこ

うとすると、七飯町しかないわけなのですが、

この辺が杉原町長にはっきり意思表示をしてい

ただきたいところなのですけれども。函館がや

めることに決まってしまえば、これはどうもな

らない話ですから。ただ、応援隊としてはっき

りぴっと手を挙げるということができるかどう

かを再度お尋ねしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 七飯町としては、今現

在、地域公共交通のそういう体制をどうつくる

かという計画の中で進めているわけでございま

して、その中で、今後、函館市のその部分がど

うなるかによっては、そういう部分も関係して

くるかというふうに思いますが、今の段階では

どうなるとかも予測もできないということです

ので、注視しながらいきたいと思っていますの

で、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許しま

す。 

 江口勝幸議員。 

○３番（江口勝幸） それでは、通告に従い、

２問質問させていただきます。 

 町営城岱牧場使用料の減免について。 

 大沼地域の基幹産業の一つとして酪農・畜産

業があります。株式会社函館酪農公社で生成さ

れている牛乳の８割が大沼地域の酪農家によっ

て生産されています。牛乳を生産するに当たっ

て、妊娠・出産が必要であり、同時に子牛も生

まれ、特に初生ホルスタイン雄の価格が昨年の

９月に大暴落しました。前年比１１％の価格で

あります。 

 牧草やデントコーンの飼料も、今年５月で４

割以上の値上げで、この３年で配合飼料も１ト

ン当たり３万円以上値上がりしており、工場渡

価格の１トン１０万円弱となっております。 

 このような状況の中で、国と北海道も対策は

しておりますが、町の対策として、町営牧場を

使用する際、料金の減免を行うべきと考え、次

の点をお伺いします。 

 １、初生ホルスタイン雄価格、堆肥価格、配

合飼料価格のここ３年の推移状況について。 

 ２、全道の地域別酪農家からの離農・廃業の

理由と状況について。 

 ３、国・道等の支援対策と町支援対策の経過

について。 

 ４、今後の対策の一つに、町営牧場を使用す

る際、料金の減免が実施可能かについて。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、お答

えしてまいります。 

 １点目、初生ホルスタイン雄価格についてで

ございますが、北海道農業者団体連合会、各市

場合計の１２か月平均価格によりますと、令和

２年度１０万３,３０４円、令和３年度１０万

１,１３４円、令和４年度５万９６４円と、令和

４年度は価格上昇前の平成２６年度以前の水準

となっております。 

 肥料価格につきましては、農業者団体聞き取

りによりますと、取扱肥料の主な銘柄で、年間

利用分の価格によりますと、令和３年利用分２

０キロ袋１,７１７円、令和４年利用分２０キロ

袋１,８３７円、令和５年利用分２０キロ袋３,

０１４円と上昇しており、配合肥料価格につき

ましては、農業者団体聞き取りによりますと、

四半期ごとに価格改定となりますが、取扱銘柄

の一つでは直近で比較いたしますと、令和３年

４月から６月期２０キロ袋１,５０７円、１トン

換算では７万５,３５０円。令和４年４月から６

月期２０キロ袋１,７１６円、１トン換算では８

万５,８００円。令和５年４月から６月期２０キ

ロ袋１,８９２円、１トン換算では９万４,６０

０円と推移しております。 

 ２点目、北海道内における酪農経営の離脱状

況について、令和４年２月１日から令和５年１

月３１日の状況となりますが、１年間で新規参

入は２１戸あったものの、２４３戸が離脱し、

２２２戸の減少となりました。２４３戸の離脱
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のうち３戸は協業法人の設立や合併によるもの

で、それ以外は２４０戸の離脱状況となりま

す。振興局別の生乳出荷戸数の減少率は、空知

１２.９０％、石狩３.６７％、後志３.４５％、

胆振４.８８％、日高５.９８％、渡島７.１４

％、檜山７.３５％、留萌２.６１％、上川５.０

８％、宗谷５.５７％、オホーツク５.６６％、

十勝４.０３％、釧路２.７％、根室３.４２％、

全道といたしましては、４.４％減少してござい

ます。 

 離脱要因でございますが、２４３戸を１００

％といたしますと、離農と経営転換により分離

し、離農は６９.１％、経営転換が３０.９％と

なっています。内訳は、離農関係が高齢化と後

継者問題３７％、労働力不足２.５％、将来への

不安４.９％、負債問題８.２％、経営者の事

故・病気・死亡１１.５％、その他４.９％。経

営転換関係は、乳用雌牛の育成部門へ転換１４.

４％、畜産部門へ転換４.９％、子牛部門へ転換

１０.３％、農業法人化へ転換が１.２％となっ

ております。 

 ３点目、４点目は関連しますので、まとめて

答弁させていただきます。 

 国の支援状況ですが、令和４年６月から令和

５年５月に購入した肥料について化学肥料低減

の取組を行うことで、前年度から増加した肥料

費の７割を支援することとしております。ま

た、北海道においても、令和４年６月１日から

令和４年１２月３１日までの間に購入し、令和

５年５月３１日までに納品される化学肥料の購

入支援を行い、１トン当たり３,０３５円を支援

しております。 

 そのほか、国では、令和４年度から国産粗飼

料利用拡大緊急酪農対策として、購入粗飼料等

価格高騰による酪農経営の影響を緩和するた

め、生産コスト削減や飼料自給率向上に取り組

む生産者へ２６か月以上の乳用種経産牛に対

し、１頭当たり都府県地区１万円、北海道地区

で７,２００円を補塡しており、北海道において

も別枠で６,８００円の上乗せ補助をしておりま

す。 

 関係団体では、北海道農業者団体連合会は、

配合肥料供給に当たり、７期１トン当たり１,０

００円程度を支援しておりましたが、穀物国際

相場の下落などにより２期連続値下げしている

状況で、４月から６月期の今期は支援を見送っ

ているところです。 

 町においては、酪農家の経営安定等を図るた

め、酪農ヘルパー利用時において補助を行って

おり、また、本年１月には原油価格物価高騰に

係る支援給付金として法人２０万円、個人事業

主に５万円の支援を行っております。 

 こうした状況も踏まえ、町営牧場の運営状況

についても、例えば、主な肥料経費も令和３年

度、令和４年度を比べますと３５％程度上昇し

ております。運営収支バランスや近隣自治体の

状況を鑑み、牧場使用料金を維持し、値上げし

ないことも支援の一つの方法と考えており、ま

た、余談を許しませんが、北海道農業者団体連

合会では、肥料について諸外国の状況による原

料国際価格が下落したことなどにより、平均２

割程度の値下げを５月３１日に発表しておりま

すので、今後の国・道の支援策や生産資材の推

移を見ていきたいと考え、状況を注視してまい

りますので、御理解願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 江口勝幸議員。 

○３番（江口勝幸） ４番について、検討は厳

しいような状況だと、今、お伺いし、その中

で、この間の北海道新聞では、令和５年５月１

８日に掲載された酪農家減少率４.９％という記

事が上がりました。その中で、酪農家の離農対

策、離農率が高くなっているということで、や

はり今、町での支援も必要だと感じますが、す

みません、暫時休憩お願いします。 

○議長（木下 敏） 何分、暫時休憩します

か。 

○３番（江口勝幸） ５分で。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

 １時再開いたします。 

午前１１時５０分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開
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いたします。 

 江口勝幸議員の１問目の再質問より入りま

す。 

 江口勝幸議員。 

○３番（江口勝幸） 皆さま、お時間をとらせ

てしまい、申しわけございませんでした。 

 それでは、再質問いたします。 

 令和５年５月１８日の北海道新聞に酪農家減

少の見出しと年度末離農急増の見出しがあると

おり、危機的状況であることを考えると、町内

の酪農家離農対策として考えるは、この点はど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、再質

問にお答えしてまいります。 

 全道でも生乳集荷戸数は減少しているところ

でございます。そういった状況を危惧されての

ことかと思います。６月２日の新聞報道により

ますと、そういった中で、全国的な内容だった

のですが、全国の家畜市場では酪農、副収入で

もあります、その初生ホルスタイン雄牛でござ

いますが、その価格が回復基調にあるというよ

うな記事もございました。令和５年度の北海道

農業者団体連合会、各市場も見ますと、４月、

５月、同じような兆しが見えてございます。 

 また、国際価格の下落などから、北海道農業

者団体連合会も肥料の値下げを発表している状

況でございます。 

 状況が変化しているような状況でございまし

て、関係者団体と連携しながら、今後の国・道

の支援策、生産資材価格の推移を見ていきたい

というように考えてございます。 

 なお、国が行う支援で、令和４年６月から令

和５年５月に購入した肥料について、化学肥料

低減などの取組を行うことによりまして、前年

度からも増加した肥料費の７割を支援する肥料

価格上昇に係る対策事業でございますが、これ

について取組実施者に対しまして、道が関わる

審査などを行う道協議会と連携して、地元とし

て町においても関係者団体などでつくる七飯町

地域農業再生協議会の一員として、事業が円滑

に進むよう道協議会と連携して取り進めてまい

る予定でございますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 江口勝幸議員。 

○３番（江口勝幸） １問目終わります。 

 それでは、２問目にまいります。農産物出荷

用包装資材の支援対策について。 

 七飯町は、春先のホウレンソウ、蕪から始ま

り、トンネルマルチ栽培の早出し大根、ニンジ

ンから北海道トップクラス生産量の長ネギに

カーネーションと秋のリンゴも市場に出荷され

ています。 

 昨今の肥料価格の高騰やビニール等の被覆資

材価格の高騰対策は、国や道、ＪＡグループで

取り組んでいるようです。出荷用の梱包資材の

段ボールも値上がりしているが、対策はどの機

関も取れていないのが現実です。 

 やはり、七飯町の基幹産業としての農業に

とって、事業が継続しやすい環境づくりの一助

になることが大切だと考え、次の点を伺いま

す。 

 １、肥料価格、被覆資材価格、段ボール価格

の推移について。 

 ２、国、道、ＪＡグループ、町の対策状況に

ついて。 

 ３、今後の段ボール等の出荷用梱包資材価格

上昇対策について。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、お答

えしてまいります。 

 １点目の肥料価格につきましては、農業者団

体聞き取りによりますと、取扱肥料の主な銘柄

で取りまとめ、各年度利用分価格によります

と、令和３年利用分２０キロ２,２２２円、令和

４年利用分２０キロ２,４０９円、令和５年利用

分２０キロ４,４４７円と推移しております。 

 被覆資材につきましては、農業者団体聞き取

りによると、取扱銘柄ハウス用被覆農ポリの一

つでは、令和３年１メートル９５３円、令和４

年１メートル９９４円、令和５年１メートル１,

１８６円と推移しております。 
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 段ボール資材につきましては、農業者団体聞

き取りによると、例えば、長ネギ用だと、令和

３年１枚７６円、令和４年１枚８０円、令和５

年１枚８０円。カーネーション用の一例です

と、令和３年１枚１７９円、令和４年１枚１８

９円、令和５年１枚１８９円。リンゴ用の一例

ですと、令和５年の秋用が時期的に未確定でご

ざいましたので、令和２年から申し上げます

が、令和２年１枚８６円、令和３年１枚８４

円、令和４年１枚８８円と推移しております。 

 ２点目、３点目は関連しますので、まとめて

答弁させていただきます。 

 前問の回答と重複する部分がございますが、

国の対策状況としては、国肥料価格対策のた

め、令和４年６月から令和５年５月に購入した

肥料について、化学肥料低減などの取組を行う

ことで、前年度から増加した肥料費の７割を支

援することとしております。また、北海道にお

いても、令和４年６月１日から令和４年１２月

３１日までの間に購入し、令和５年５月３１日

までに納品される化学肥料の購入支援を行い、

１トン当たり３,０３５円を支援しております。 

 農業者団体においても、肥料など価格改定前

の取りまとめにより、影響額を最小限としてお

り、段ボールについても案内時の取りまとめ注

文の場合、割引がある取りまとめ価格で提供す

るなど、取り組んでいるところです。 

 また、町においても、前問でも申し上げまし

たが、農業者を含めた法人２０万円、個人事業

主５万円の補助のほか、令和４年度北海道の事

業を活用し、燃油価格の上昇を踏まえ、施設園

芸において価格が大きく変動する燃油の依存度

を下げるため、無加温ハウスの設備や省エネ機

器・設備等の導入を行い、多重張りの無加温ハ

ウス１４棟などの整備に取り組んだところでご

ざいます。 

 こうした状況を踏まえ、現在の情勢で消費者

の方も国産作物の大切さに御理解いただいてい

ると考え、生産物の市場価格が上昇し、国内生

産物の消費拡大をいただきたいと考えますが、

前段に申し上げた支援・取組を行っていること

や、本年関係農業者団体は、近隣農業者団体と

合併を行い、さらなるスケールメリットを生か

し、取組が行われると考えられ、また、農業者

団体による各市場の販売要請には資材価格の上

昇を意識した市場価格としていただけるよう連

携してまいります。 

 そのほか、前問でも申し上げましたが、北海

道農業者団体連合会では、諸外国の状況による

国際価格が下落したことなどにより、平均２割

程度の肥料価格の値下げを５月３１日に発表し

ており、今後の国・道の支援策や生産資材価格

などの推移を見ていきたいと考え、状況に注視

してまいりますので、御理解願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 江口勝幸議員。 

○３番（江口勝幸） 今、町内では北海道トッ

プクラスのネギやカーネーション等の出荷や、

秋には地元名産のリンゴも出荷されます。今年

９月には、出荷用梱包資材、段ボールも値上が

りするということも聞きました。現状、ウクラ

イナの戦争により、原油高騰で燃料費や運搬賃

も上がっており、まして人件費まで上がってい

ます。先ほどの質問と同じく、物価高騰で農業

も離農問題という課題があります。今一度、少

しでも町の基幹産業として農業に対し、一助と

なる方法を考えてもらえないかということで、

再質問させていただきます。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、再質

問にお答えしてまいります。 

 議員おしゃるように、段ボール資材の価格上

昇がございますが、そういった価格上昇に関係

する運搬に係る燃料などについては、国が燃料

油価格激変緩和に対する対策として、現在も燃

油元売りに対し補助しているところでございま

す。 

 しかしながら、段ボールに限らず、生産資材

価格上昇分転嫁など生産物販売は市場価格が関

係しているところでございますが、政府は６月

２日、会合を開きまして、食料・農業・農村基

本法の見直しの推進となる新たな展開方向を決

め、生産・加工・流通・販売までの食料システ

ム全体を維持可能なものとしていくため、食料
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システムの各段階の関係者が協議できる場を創

設し、適正取引を推進するための仕組みについ

て食料システムの関係者の合意の下で、コスト

指標を作成し、これをベースとして各段階で価

格に転嫁されるようにするなど取引の実態、課

題等を踏まえ、適正な価格形成の実現の仕組み

づくりを考えており、適正な価格転嫁について

生産から消費までの関係者の理解醸成を今、図

ろうと考えております。 

 また、そのほかの状況ですが、北海道農業者

団体連合会も肥料の値下げを発表し、状況も変

化してきておりますので、関係団体と連携しな

がら今後の国・道の支援策や生産資材価格の推

移を見ていきたいと考えております。 

 なお、国が行う令和４年６月から令和５年５

月に購入した肥料について、化学肥料低減など

の取組を行うことで、前年度から増加した肥料

費の７割を支援する、肥料価格上昇に対する対

策事業ですが、これについて取組実施者に対

し、道が関わる審査などを行う道協議会と連携

し、町においても、地元といたしまして、関係

者団体などでつくる七飯町地域農業再生協議会

の一員として事業が円滑に進むよう、道協議会

と連携して取り進めてまいる予定でございます

ので、御理解のほどよろしくお願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） それでは、通告に従い

まして３問質問させていただきます。 

 最初の質問は、旧大沼小学校の校舎とグラウ

ンドの活用についてであります。 

 旧大沼小学校の校舎について。使用されなく

なってから放置されておりますが、施設の民間

への貸与も含めて積極的な利活用を考えるべき

ではないかということであります。 

 また、グラウンドについても草が生え、グラ

ウンドとしての使用が本来の形で使用できない

状況とまでなっております。グラウンドについ

ても、放置するのではなく小公園にするなど地

域の住民の憩いの場として、積極的な利活用を

考えるべきではないかと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（俉楼 司） それでは、御答

弁してまいります。 

 御質問にありますグラウンドが草により、本

来の使用ができないとのことについて、学校施

設管理の観点から私から御答弁いたします。 

 大沼小学校は、大沼岳陽学校が開校した際の

令和２年３月末をもって閉校しており、その時

点で学校用務員の配置もなく、電気・水道等の

利用も休止しております。 

 現在、グラウンドの利用については、近隣に

ある大沼保育園が普段の活動に利用しているほ

か、地域の親子、子供たちの活動の場となって

おり、地域住民の方々に草刈りなどの協力を得

ながら管理を行っております。 

 現状、学校用務員がいないため、学校開設時

と同様の維持管理はできていないことは事実で

ありますが、使用できない状況ではないと捉え

ております。 

 今後についても、地域の方の利用に支障を来

さないよう管理を行ってまいります。 

 私からは、以上でございます。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 私からは、利活用につ

いてお答えしてまいります。 

 先ほど、教育総務課長がお答えしております

が、令和２年４月に大沼岳陽学校の開校ととも

に、大沼小学校は同年の３月末をもって閉校し

てございます。町では、大沼小学校の閉校方針

に沿って、前年の令和元年に職員に対しての校

舎の利活用についてアイデアの募集を行ってご

ざいます。また、その年、同年、同じ時期にな

りますけれども、地域住民と意見交換も行って

ございます。 

 その結果といたしまして、地域からは企業へ

の貸室や農業関係の宿泊などの意見もございま

したが、その当時の現実的な話といたしまし

て、老朽化が進んでいる大沼保育所の移転先と

して、また、学童保育とセットで効率的な運営

ができないかという意見が大半でございまし
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た。 

 関係の法人と協議を進めてまいりましたが、

保育所としての基準を満たす改築工事の費用が

高額であることや、少子化による大沼地区にお

ける園児の確保に不安があることなどから、現

在、白紙の状況にございます。 

 引き続き、議員の御提言も含めて校舎及びグ

ラウンドの利活用を検討してまいりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今までも利活用につい

て、町としても検討はしてきたということを答

弁で述べておりました。 

 いずれにしても、簡単にあきらめてしまうの

ではなくて、やはり、利活用するためには、そ

れなりの対応・対策が必要ではないかというふ

うに思うのですが、町はお金をかけたくないと

いうような状況の中で、活用の方向へ進んでい

ないということなのですが、これは、やはり利

活用するためには、それなりの対応が必要では

ないかというふうに思います。 

 それから、グラウンドについても、現状は草

がかなり生えているというようなことで、そこ

の近くの保育所も使いたいということで、保育

所の前のグラウンドの一部を自分たちで草刈り

をするというような形で活用しようとしており

ました。 

 ですけれども、草はどんどん生えてくるとい

うような状況で、きちんと管理する状況がない

と、やはり、保育園についても利用ができない

というのが実態になっております。 

 実際に保育園は、大沼岳陽学校のグラウンド

を利用して、運動会というか、そういうのを

やっているということで、目の前にあるグラウ

ンドを利用しないで、遠くの大沼岳陽学校まで

出かけているというような状況があるわけで

す。そういうようなこともありますし、やは

り、このせっかくある施設、これをやはり有効

に、地域のために活用するという方向をもっと

具体的に検討して、前に進むべきではないかと

いうふうに思いますけれども、その辺について

再度お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうか

らお答えしてまいります。 

 先ほどの保育所の関係団体とかなりいいとこ

ろまで、いいところまでという表現がいいのか

どうかは別として、今年に入っても詰めをしな

がら、ずっと進めてきたという状況もございま

す。先ほどの白紙に戻ったというのは、それほ

ど日にちもたたない上での白紙の状態です。そ

れで、もう１回、再度いろいろまた協議をして

進めていくというような形の中で、当然、役場

の内部の部分の職員のほうからも、また意見を

聞いたりとか。上野議員、おっしゃるとおり、

地域の部分で、小公園だとか、いろいろな管

理、グラウンドの管理とかいろいろあります。

その部分についての話を地域にほうに１回戻し

ていかなければだめだなというふうに考えてお

ります。結局、白紙になりましたという部分に

ついての話というのは、まだ地域のほうに下ろ

してございませんので、まず先に、地域のほう

にそういう形になったという部分を報告させて

いただいて、再度、もう一度利活用について地

域の方々とまた話し合いを持ちたいなという考

え方で、今現在、進んでいるということでござ

います。その際は、当然、上野議員から御提案

のありました利活用の部分についても含めて検

討されるものと思いますので、その点、御理解

をお願いしたいなと。まだ、ちょっと時間をい

ただきたいというような答弁になろうかと思い

ますが、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） たまたま今回、大沼岳

陽学校の８年のある代表といいますか、学校の

中での、    という児童が要望書というの

を杉原町長のほうに出して、署名活動も行っ

て、何とか大沼の地域に子供が遊べるようなそ

ういう小公園を造ってほしいという要望をして

おります。 

 その要望書の中では、やはり、子供たちが安

心して遊べるようなそういう公園がないと。国
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定公園の中にそういう公園がないというような

ことも皮肉なことなのですけれども。 

 いずれにしても、子供たちが楽しく遊べるブ

ランコとかうんていとか、滑り台とかジャング

ルジムとか、本当に楽しく遊んでもらえるよう

なそういう環境をやはりつくってやるべきでは

ないかというふうに思います。これは、大沼岳

陽学校からの生徒のほうからの要望で、実際に

署名活動も行われて、７００以上も集まってい

るという話も聞きました。こういう地域の声も

上がっておりますので、こういった声も含め

て、どこにそういった公園施設を造るかという

のは、今後の課題だとは思いますけれども、こ

の大沼小学校のグラウンドというのは、ひと

つ、やはり広い土地がそのままありますので、

何とかそういう方向に利用できればさらにいい

結果になるのではないかというふうに思うので

すが、この辺についてはどう考えておられる

か。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） ただいまお話がありまし

たけれども、まだ、署名のほうはこちらのほう

では受け取っておりませんというか、活動して

いるという内容は噂では聞いておりましたけれ

ども、まだ、そういうものが出そろっている状

況ではございません。 

 しかしながら、そういう地域の皆さんが、そ

ういうような思いを持って、今後の大沼地域の

そういうような子供の遊び場も含めて、こうい

うものがというような御意見があるということ

ですので、ともに考えながら話し合いをしなが

ら、これから有効策、活用策を進めていきたい

というふうに思いますので、御理解いただきた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、町長のほうからも

答弁ありました。それから、副町長のほうから

も答弁がありまして、この問題は課題として考

えているということは明らかになっております

し、今後、そういった地域の住民の声を十分聞

いて、反映させるような方向で、地域住民な

り、こうした学童の意見なりを聞く形でこの問

題を前に進めていっていただきたいなと思いま

すけれども、その辺について、最後に町長のほ

うから。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 先ほど、副町長が答弁し

たように、これまで保育施設、子育て施設で

もって、活用できるのではないかというふうに

して、そちらのほうの団体のほうと進めてまい

りましたけれども、なかなか今のその現状の施

設の特徴といいますか、その施設の活用した部

分での保育園に切り替えるというふうになった

ときに、費用のほうが予想した以上にかかって

しまうということも含めて、ちょっと今回はそ

の辺、ちょっと前まで意見交換をしてきたので

すけれども、なかなか厳しいだろうというお話

もあったということで、その部分は地域のほう

にも御説明をしながら、そしてまた、地域のほ

うで活用のそういうような意見もまとめていた

だいているということですので、今後、その辺

は、ともに意見交換をしながら活用方法を考え

ていきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） では、２問目いきま

す。図書館、スポーツセンターの建設検討委員

会の取組についてであります。 

 七飯町は、図書館、スポーツセンターの建設

に当たって、町民の意見を反映させるために２

名の委員の募集を広報に掲載をしております。

この件に関して、以下の点についてお伺いいた

します。 

 １点目。検討委員会の構成は、どのように

なっているのか。 

 ２点目。二人だけの委員で十分、町民の意見

が反映できると考えているのか。参加人数を増

やすべきではないか。 

 ３点目。建設に関しては、住民の意見を広く

募集し、検討委員会で検討すべきではないの

か。 

 ４点目。４回の会議だけで、結論を出そうと
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しておりますが、先進地の先進例の検討や先進

地の視察など、十分検討する活動が必要ではな

いか。 

 ５点目。委員会の案ができた段階で、住民に

公表し、改めて意見を求めるべきではないか。 

 以上、５点、お願いします。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（俉楼 司） それでは、順に

お答えしてまいります。 

 １点目、検討委員会の構成についてでござい

ます。 

 本年、第１回定例会の一般質問においても、

御答弁申し上げたところでございますが、現

在、町民などから成る七飯町社会教育施設体育

館・図書館整備検討委員会は、１５名の構成で

ございます。公募委員２名については、５月２

４日の選考委員会において決定しており、公募

委員以外の委員内訳としては、町内会連合会、

社会教育委員、校長会から。体育館関係では、

スポーツ推進委員、スポーツ協会、地域総合型

スポーツクラブぷらっと、スポーツ少年団か

ら。また、図書館関係では、町内在住図書司

書、読み聞かせグループ、学校支援ボランティ

ア、近隣図書館管理運営者。このほか学識経験

者として、北海道教育大学函館校から委員を推

薦していただいており、副町長を含めた構成と

なっております。 

 ２点目、３点目、５点目は併せてお答えいた

します。 

 １５名の委員のうち、町内在住者は１３名で

ございます。それぞれの委員が加入している組

織・グループ等、様々な活動において意見を吸

い上げて、意見反映していただくことを考えて

おりますので、現状の人数で進めてまいりま

す。 

 また、町内小中学校、七飯高校、七飯養護学

校へは、校長会を通じて意見をお寄せしていた

だくよう要請をしているところであり、町民か

らの御意見は、可能な限り受けてまいりたいと

考えております。 

 今後の検討委員会での議論内容・経過は、町

広報誌、ホームページを通じて町民の皆様へ周

知、報告を行ってまいります。その後、基本構

想、基本計画の案がまとまった段階で、パブ

リックコメントの手続により、町民の皆様から

御意見をちょうだいしてまいります。 

 ４点目、４回の会議で十分な検討が可能かに

ついてですが、会議に当たっては、先進事例等

を示し、当町にあった施設の在り方、機能等の

検討を行い、４回の開催で十分な議論となるよ

う進めてまいります。また、先進地の視察等に

ついては、今後の委員会の議論において、必要

と判断された際には検討してまいりますので、

御理解願います。以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、この検討委員会の

構成が答弁されております。１５名ということ

で、各団体の代表なんかも含めて検討委員会が

つくられていると。私としては、町の職員が中

心になっての委員会かなと思ったので、質問し

たわけですけれども。結構、各団体の代表とい

う形で、この委員会で検討する体制ができてい

るということだということで、ある程度、良い

状態で進んでいるのかなと評価はしておりま

す。 

 それで、実際に、この進行状況を今、広報誌

なんかで進行状況も町民に知らせると。また、

パブリックコメントなんかで、その内容につい

て意見を求めるというような取組がされるとい

うことなので、かなりやり方としてはよろしい

かなというふうに思っております。 

 先進例というのは、図書館に関しては、七飯

町は遅れに遅れているという状況ですので、先

進の図書館というのは、かなりいろいろな進ん

だ図書館があるというふうに思っておりますの

で、そういった例を、やはり町としても調べる

なり、その特徴的なところについては視察をす

るなりという形で、十分遅れた分だけいいもの

を造るという立場に立って、十分な検討を進め

ていただきたいなというふうに思いますが、そ

ういった先進例についての調査なり、視察な

り、この辺についてはどのように考えておられ

るか、ちょっとお伺いします。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（俉楼 司） それでは、再質

問にお答えしてまいります。 

 上野議員のおっしゃるとおり、七飯町は今、

図書館についてはございません。スポーツセン

ターについても老朽化をしているということ

で、今回、検討については併せて検討していく

というところの運びとなってございます。 

 私ども考えているのは、先進事例、それぞれ

たくさんございますが、その中で、七飯町の町

民に合ったというか、七飯町に合った施設の在

り方について研究をしていかなければならない

ということで思ってございます。それは、七飯

町の町民に使っていただくと、多くの方に御利

用いただく施設ということの観点から、そうい

う意味で進めてまいりたいなと思ってございま

す。それで、先進地についても、そのような七

飯町に合った先進事例を調べ上げまして、そこ

の視察を行ってまいりたいなと思ってございま

す。それについては、道内、函館にも北斗市に

も近くにも、いい図書館がたくさんありますの

で、ここら辺と道南、いろいろありますので、

そこら辺を調査しながら視察についても考えて

まいりたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、答弁の中で、七飯

町に合ったそういう施設を造ってまいりたいと

いうふうな答弁になっておりました。これは、

確かにそうなのですけれども、その七飯町に

合ったとは何なのかということに関しては、や

はり、町民の要望とか声、そういうものがどう

いうところに一番関心があって、要望があるの

か、こういうことは、調査するというか、それ

なりに声を聞くとかという形で、聞いていかな

ければ七飯町に合ったという中身が分かってこ

ないかなというふうに思うのですが、その辺に

ついては、どのように進められるのか。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（俉楼 司） お答えしてまい

ります。 

 先ほども御答弁してございますが、今、検討

委員会では１５名で、町民の方が１３名、プラ

ス学識経験者ということで、教育大学の先生に

も入っていただきます。七飯町の町民の検討委

員についても、先ほど申し上げた団体のほうか

ら推薦をいただいてございますが、今までの経

験だとか、職業だとか、いろいろな部分で、い

ろいろないい考えをお持ちの委員を今回選考さ

せていただいたと思ってございます。その中

で、いろいろな七飯町に合った施設の在り方に

ついて、御検討いただけると思ってございます

し、また、先ほども申し上げましたとおり、校

長会だとか、ほかの団体のほうにも御意見をお

寄せいただくように要請はしてございますし、

町民からもそのような御意見があれば、可能な

限り受けてまいりたいということで考えてござ

いますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） それでは、３問目いき

ます。桜の木の天狗巣病対策であります。 

 令和４年の６月の定例議会の一般質問で、町

内の桜の木に天狗巣病が多発したのを受けて、

対策を求めておりますが、天狗巣病などの剪定

などの対策は葉が落ちて、樹木が休眠する時期

に行うことになっております。町が、天狗巣病

が発生するとしていた町の答弁の中の１８８本

の桜の木が天狗巣病にかかっていると、こうい

う答弁をされておりました。この１８８本につ

いて、この間、どのような対策が行われてきた

のか、以下の点についてお伺いいたします。 

 １点目、この間に行われた天狗巣病対策につ

いて実施した地域と対策の内容について。 

 ２点目、未実施の地域の発生状況と今後の取

組について。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） それでは、１点

目の都市住宅所管である都市公園の天狗巣病対

策についてですが、毎年、天狗巣病の状況がひ

どい桜を優先し、都市公園等枯木剪定処理委託

業務において実施しております。 

 昨年６月定例会、一般質問において、１４公

園で７８本中１７本と答弁をしております。そ
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の年の道委託では、本町見晴公園１８本中９

本、寿緑地１２本中７本、すずらん児童公園２

本中２本、おおかわ児童公園１本中１本、やま

びこ児童公園１本中１本、みどり児童公園２本

中１本の計２１本を予算の範囲内で実施してお

ります。 

 ２点目については、管理している公園で、未

実施の公園はありませんが、今後の取組として

も、予算の範囲内で一挙に完全に処理すること

は困難であると認識しており、これまで同様、

継続的に対策を講じてまいりたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 なお、発生状況においては、毎年、予算要望

前や委託業務前の１１月頃に状況確認を実施し

ております。 

 以上であります。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（笠原泰之） 私からは、街路の桜

の木について答弁いたします。 

 １点目についてでございますが、令和４年度

は街路の天狗巣病と思われる全てのソメイヨシ

ノについて、業者に委託し、冬期前に１２０本

を剪定しております。 

 ２点目についてでございますが、令和４年度

実施分について、未実施箇所はないと考えてお

りますが、本年度も新たに天狗巣病になってい

ると思われる箇所の状況を確認しながら、ソメ

イヨシノの剪定について、予算の範囲内となり

ますが、委託業務で実施したいと考えておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（俉楼 司） 私からは、学校

敷地内の天狗巣病対策について御答弁申し上げ

ます。 

 昨年、６月定例会において、桜の木の天狗巣

病の本数を１８８本とお答えしております。そ

のうち、学校分は５１本でありますが、その後

の対策として、令和４年度に七飯小学校のソメ

イヨシノ１５本の剪定を行っております。未対

策分については、小学校３校で２２本、中学校

は２校で１４本ありますが、この分は今年の冬

期に対策を行ってまいります。 

 今後の対策についても、状況調査・確認によ

り、対策必要箇所の把握に努め、継続して実施

するよう努めてまいりますので、御理解願いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、答弁されておりま

す。対策は、ある程度実施したという答弁に

なっておりました。 

 ただ、実際の状況を見ますと、非常に今年

度、非常な発生状況にあると言わざるを得ない

状況になっております。例えば、公園はたくさ

んありますけれども、私が手短な形で調査した

範囲で申しますと、まず、寿公園に桜の木は１

９本あります。そのうち、天狗巣病になってい

るのが８本、現在見られます。要するに、寿公

園に関しては、４２％が天狗巣病だということ

です。それから、見晴公園４９本あります。そ

のうち、１２本、２４.４％が天狗巣病というこ

とで、対策が行われたという形跡は見当たりま

せんでした。 

 それから、街路のついてでありますが、ま

ず、七飯小学校の前の桜の木、これは２５本あ

るのですが、そのうちの１４本、５６％が天狗

巣病の状態になっております。ほとんど、対策

を打った形跡は見当たりません。 

 それから、大中山小学校、桜の木は５９本あ

りますが、そのうち天狗巣病は３７本、６２％

が天狗巣病の状態になっているというようなこ

とで、学校敷地の関係でも、全く対策が打たれ

たと思われるような形跡にはなっておりません

ね。そういうことで、今の答弁は、全然どこが

実態なのか、疑われるような答弁であります。 

 それから、街路についても、実際は非常に発

生しております。この役場の周りの田園通り、

高台通り、そして、七飯駅前通りという形で、

コの字型に桜の木が植えられております。田園

通り１５８本ありますけれども、３９本、２５

％が天狗巣病です。高台通りには５２本ありま

すけれども、１５本、２９％が天狗巣病です。
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それから、七飯の駅前通り、これは七飯高校の

前の通りですけれども、１０１本の桜の木があ

りまして、そのうちの２１本、２１％が天狗巣

病というようなことで、ここをやったよと言え

ば、街路については、なくなっているはずなの

ですが、全くそのような状況にはなっておりま

せん。これで、本当にやったと答弁された中身

が信用できないというような状況になっている

のではないかというふうに思いますので、こう

いう状況、これは私の調べた範囲ですので、ま

だ町内の街路で、それから、小中学校の関係だ

とか、それから、そのほかの公園なんかにも、

桜の木は植えられておりますので、そういった

ところの実態は、今の時期では、もう葉が茂っ

ていて、なかなか確認も難しいという、そうい

う状況になっておりますので、葉が落ちた秋口

以降に再度調査をしながら、基本的な対策を、

全く改めて打つ必要があるのではないかという

ふうに思っております。 

 それで、前回の答弁では、街路については、

町の直営の作業員が対策を打っていると。それ

から、公園関係に関しては、公園の管理を委託

している委託業者が行っているということなの

ですが、その辺、その結果、どのような対策を

打って、どのような結果になったかという、そ

ういう実態の調査といいますか、確認作業を本

当に責任者が立ち会って行っているのか、この

辺については全く把握できませんので、その辺

について、きちんと答弁お願いします。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） それでは、私の

ほうから都市公園について説明いたします。 

 まず、寿緑地については、今後の対策になり

ますけれども、昨年の予算要求時には、危険木

も併せて寿緑地については１６本伐採予定で予

算計上しております。そして、その他の都市公

園、本町見晴公園については、ひこばえ等もあ

りますけれども、天狗巣病を主に１４本。おお

かわ児童公園は１本、また、すずらん児童公園

は１本、みどり児童公園は２本、光陽児童公園

は３本というふうに予算付けしております。今

年に秋についてですが、改めて作業に入る前に

現場を見ながら、その辺は優先度が高い木を優

先に予算の範囲で委託をしていきたいと考えて

おりますので、御理解願います。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（笠原泰之） 私のほうから、街路

のソメイヨシノの関係について御答弁いたしま

す。 

 令和３年度は、確かに議員おっしゃるとお

り、直営作業員でしておりました。令和４年度

につきましては、先ほど答弁したとおり、対象

箇所について委託業者により規定の予算内で明

らかに天狗巣病と思われる大きな箇所のついて

は、剪定を実施しておりますが、今年度に入

り、目視で確認したところ、確かに天狗巣病と

なっていると思われるソメイヨシノがいまだ見

受けられるところでございます。 

 このことから、見逃してしまった小さな箇所

や新たに発生した箇所など、天狗巣病となって

いる全ての枝を剪定できなかった可能性はある

と考えております。 

 今年度につきましては、委託業者と相談しな

がら、秋以降に天狗巣病となっている枝の剪定

についてできるだけ実施できるよう進めてまい

ります。 

 また、街路のソメイヨシノにつきましては、

本数が多いことから、天狗巣病と思われるソメ

イヨシノを把握するための管理方法などについ

て検討し、天狗巣病に罹患している本数を減ら

せるように努力してまいりますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（俉楼 司） それでは、学校

の天狗巣病対策について、私のほうからお答え

してまいります。 

 先ほど、上野議員のほうから七飯小学校と大

中山小学校の状況について、調査の結果をお聞

きしました。今回、令和４年度七飯小学校の１

５本、２５本のうち１５本の対策を委託という

形でさせていただきました。 

 しかしながら、上野議員の調査では、まだま

だ１４本程度天狗巣病があるということでござ

いました。全然手をつけられなかった木もあり
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ますし、対策をしたのですけれども、また新た

なところから病気が出てきたというようなとこ

ろもあるのかなと思ってございます。それらに

ついては、１回対策をすると、それで完結とい

うものではないということで、継続的に天狗巣

病対策をしていかなければならないということ

は、今までの一般質問に対する答弁でお答えし

てまいったとおりでございます。それについて

は、教育委員会としても、毎年、当初の予算に

おきまして、天狗巣病対策の対策分として継続

的に毎年、予算を措置しながら、その後、秋口

に必要なところ、順番に対策が必要なところを

順番に対策をするというような形で継続的に

やっていきたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 要するに、管理に関し

ては、基本的に業者に委託しているような状況

になっているというふうに思います。 

 ただ、その業者が天狗巣病を意識した対策

を、依頼を受けた作業内容にきちんと位置づけ

てやっているのかどうかというのは、全く今の

状況は対象になっていないような、そういう状

況だというふうに言わざるを得ないという結果

であります。 

 しかも、実際に、こういった公園の中にある

桜の木、これが１本丸ごと枯れていると、こう

いう木がたくさん見られるのです。そういう木

が、公園の中に存在すること自体が、管理を本

当にやっているのかという疑いを生じざるを得

ないというふうに思います。 

 例えば、寿公園の中には、１本丸ごと枯れ木

になっているのがあります。それから、枝が腐

れて、完全に枯れた枝がそのままついているの

が２本だとか。それから、見晴公園では全く枯

れてしまった桜の木が３本あります。それが、

そのまま放置されているというようなことだと

か、茎にくさびが入っているというような桜の

木もそのまま放置されてあるとか。そういうよ

うな、本当に管理の対象にしているのかどう

か、これが本当に疑われるような実態が今の公

園だとか、街路の実態になっていると言わざる

を得ないのです。これは、やはり管理者がきち

んと点検作業をしてやっているか、やっていな

いか、その結果をきちんと把握していないとい

うことが最大の問題ではないかというふうに思

いますので、今後、このようなことがないよう

に管理者、責任者は最終チェックをきちんと責

任を持ってやっていただけるのかどうか、その

辺確認をして終わりたいと思います。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） ただいまの質問

に対して、お答えいたします。 

 上野議員より、枯れている木、これは我々も

確認しております。寿緑地については、先ほど

言ったとおり、危険木ということで１６本、そ

のうちに天狗巣病は７本入っておりますので、

そして、この危険木については６月以降に契約

して、夏場に木を切っていきたいと。見晴公園

についても、まだ時期はあれですけれども、危

険木を確認しておりますので、その分について

は予算付けして、今年中にやる対応を取ってお

りますので、御理解のほどお願いいたします。 

 以上であります。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（笠原泰之） 今年度、また委託業

務を出す予定となっておりますけれども、上野

議員からのお話も踏まえながら、今年度、秋以

降に業者のほうとよく話をしながら、枝の剪定

について進めていけるよう実施してまいります

ので、お願いいたします。 

 また、街路のソメイヨシノの管理方法などに

ついては、職員のほうで、例えば木に番号をつ

けて管理するなどの、そういうことも検討して

おりますので、そういう形で進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（俉楼 司） それでは、学校

の管理については、私のほうから御答弁してま

いります。 

 上野議員おっしゃるとおり、私ども、樹木の

専門ではございませんので、対策については委
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託という形でやらせていただいてございます。 

 ただ、どこを対策するかとか、その対策後に

ついては私どもも確認を取ってございますの

で、業者任せ、全部を任せている、そういう形

でやっているわけではございませんので、まず

その点について御理解をいただきたいと思いま

す。 

 今後の対策についても、上野議員おっしゃる

とおり、天狗巣病を少しでもなくしたいという

のは、私どもも同じ考えでございますので、そ

の考えに沿って対策を講じてまいりたいと思っ

てございますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 私の調べた限りでも、

まだ相当数の天狗巣病の桜があるという状況が

あります。それで、今後の対策をとっていくと

いうことは確認されておりますけれども、それ

をいつまで、この何百本というぐらいの桜があ

りますし、非常に高所の枝に発生しているのも

あります。そういうものについては、重機を使

わなければ対策も打てないというような状況

で、本来、桜の木のこういった対策は、背があ

まり伸びないように管理しながら、天狗巣病対

策を実施すれば、そういった高所作業という

か、本当にクレーンを使ってやらなければなら

ないというような事情が発生しないでやれるの

ではないかというふうにも思います。 

 そういったことを考えると、今まで町の管理

してきたこういった桜、これは一番古いので８

０年近くなっていると思いますが、それは任せ

てきたというようなことで、特に見晴公園なん

かは密植していますので、木が競い合って上に

向かって伸びるというようなことで、桜の木に

関しても、本来あるような高さではない高さま

で伸びてしまっているのです。そういうよう

な、今後の桜の管理についても、街路に関して

は若い木もあります、植えてまだ１０年、１５

年とか、そういうのもありますので、そういう

のを伸びるに任せないで、こういう天狗巣病の

管理なんかもしやすいような樹高に押さえなが

ら管理するというようなことにしていけば、こ

ういったお金もかからないで管理もできるよう

な状況もあると思いますので、その辺がひとつ

どうするか、そういった対策を打つかどうか。 

 それから、今、答えられましたけれども、い

つまでこれ、いつまで、今発生している天狗巣

病を全て切除するのか、これは５年、１０年か

けたら発生してきますので、その辺はできるだ

け短期の間に、一、二年の間ぐらいにぜひ、完

全に一旦除去してしまって、そして、その病巣

の発生部分には病気に対する対策の薬の散布だ

とか、そういうこともしながら抑えていく必要

があるのではないかというふうに思いますの

で、そういった点で最後の答弁をお願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） 私のほうから都

市公園についてですけれども、上野議員が言う

には、ソメイヨシノについては枯木になってい

る部分が多々あります。昨年でありますけれど

も、都市公園ではないですけれども、桜の木に

ついては、危険木また天狗巣病ということで、

高所作業車を使っての剪定も行っておりますの

で、あくまでこれは予算の範囲内でやっていく

ものでありますので、何年の間に全部１回強剪

定するとか、そういうものは不可能と考えてお

りますので、あくまでも引き続き継続的にしぶ

とく天狗巣病に対して、委託をしながら様子を

見ていきたいと思っております。 

 以上であります。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうか

らは全体の話ということで、お答えさせていた

だきたいと思ってございます。 

 それぞれの所管するところの道路、公園、教

育委員会の部分のグラウンドといいますか、敷

地内というところがございますけれども、秋に

葉が落ちた段階で、ある程度はっきり分かると

いうようなこともございますので、その時点

で、ある程度調査をして、それについてどのぐ

らいの把握が、徹底的に調査できるかまでは

ちょっと予想できませんが、できるだけのもの
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やらせていただいて、できるだけ対処できるよ

う努めてまいりたいなと、当然、予算の範囲内

といいましょうか、そういう形になります。 

 ただ、やり方として、あるところをばらば

ら、ばらばらやってどうなのかなという感じは

しますので、優先順位をつけて、今年はここ、

来年はここというように集中的にやっていった

ほうが効果はありそうだなという感じは受けて

止めてございますので、その辺は町のほうにと

いいましょうか、内部のほうに任せていただい

て、時間をいただきたいなと思ってございま

す。 

 いずれにしても、それだけ増えてきていると

いうような状況であるのであれば、もう一度、

再度調査をさせていただきたいということで、

その調査の結果では、できる限りのもので天狗

巣病をなくするような方向で伐採のほうを考え

ていきたいと思ってございます。 

 それと、前提として高い木、古い木というの

でしょうか、そういうものについても合わせ

て、管理のしやすいような形のものも併せて検

討してまいりたいなと思いますので、少し時間

をいただきたいということで御理解をお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

 ２時２０分再開いたします。 

午後 ２時０５分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 通告順に発言を許します。 

 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） こども家庭庁が発足され

ました。こども基本法の六つの基本理念を基

に、様々な施策が考えられています。 

 町長の市政方針の中にも、子育て支援の充実

について安心して子育てができる環境の確保を

目指し、保育園・認定こども園等の連携を図

り、待機児童を発生させない対策を図っていく

とあります。町内の保育所・認定こども園の再

整備が喫緊の課題だと思っていますし、老朽化

も気になるところであります。 

 七飯町の子ども・子育て施策の取組につい

て、次の点を伺います。 

 １、町内の保育所・認定こども園のゼロ歳か

ら６歳までの定員割れ、また潜在的待機児童等

の状況について。 

 ２、町内の保育所・認定こども園の建物の状

況について。（築年数、面積、構造体）。 

 ３、保育施設改築に関する国や道の既存の補

助事業について。 

 ４、潜在的待機児童の解消についての経過と

今後の対応について。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） それでは、１

点目から４点目まで答弁してまいります。 

 １点目、町内の保育所・認定こども園のゼロ

歳から６歳までの定員割れ、潜在的待機児童数

等の状況についてでございますが、町内の認可

保育園の令和５年４月１日時点での利用定員数

と申込数、実際の入所児童数と入所保留数で御

説明いたします。 

 利用定員数は４４４人、申込児童数は４５７

人、入所児童数は４２６人、入所保留数は１８

人となっております。 

 入所保留数１８人の年齢別の内訳としては、

ゼロ歳児が４人、１歳児が８人、２歳児が６人

となっております。 

 続きまして、２点目の町内の保育所・認定こ

ども園の建物の状況について（築年数、面積、

構造体）でございますが、大中山保育所は、築

年数２３年、延べ床面積は６４４.０１平方メー

トル、構造体は鉄筋コンクリートでございま

す。認定こども園七飯ほんちょう保育園は、築

年数１３年、延べ床面積は６２８.６４平方メー

トル、構造体は木造。認定こども園どんぐり

は、築年数は１７年、延べ床面積は４７８.０５

平方メートル、構造体は木造。認定こども園七

飯マリア幼稚園は、築年数は、旧園舎は１７

年、増築した新園舎は１年、延べ床面積は９５

２平方メートル、構造体は木造。みどり保育園

は、築年数３８年、延べ床面積は４００.０４平
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方メートル、構造体は鉄筋コンクリート。藤城

保育園は、築年数４２年、延べ床面積は４００.

０７平方メートル、構造体は鉄骨造。大沼保育

園は、築年数４９年、延べ床面積は４５４.０４

平方メートル、構造体は鉄筋コンクリート、コ

ンクリートブロック造。ななえ大川保育所は、

築年数１０年、延べ床面積は２２４.７３平方

メートル、構造体は木造でございます。 

 続いて、３点目の保育施設改築に関する国や

道の既存の補助事業についてでございますが、

国の補助制度として、就学前教育保育施設整備

交付金というものがあります。この交付金は、

保育所・認定こども園、または小規模保育事業

所の新設、修理、改造、または整備に要する経

費の一部に充てるため、国が交付する交付金で

す。対象経費や交付限度額などの細かな規定は

ありますが、負担割合は国が２分の１、市町村

が４分の１、事業者が４分の１となっておりま

す。 

 続いて、４点目の潜在的待機児童の解消につ

いての経過と今後の対応についてでございます

が、入所保留数の経過として、直近５年間の人

数で御説明させていただきます。令和元年の入

所保留数は２８人、この年は待機児童がほかに

１０人発生しております。次に、令和２年の入

所保留数は１８人、令和３年は１１人、令和４

年は１１人、令和５年は１８人となっておりま

す。また、年齢別内訳については、令和３年度

まではゼロ歳から４歳以上の全区分で発生して

おりましたが、令和４年と５年は３歳以上の児

童の入所保留は解消されております。 

 潜在的待機児童の解消という視点では、令和

元年から２年にかけては、大きく減少しており

ますが、令和３年と４年は７人減で推移し、本

年、令和５年は７人増となっております。 

 なお、本年４月１日付での入所保留１８人の

方々の直近の状況としましては、現在は、町

内、町外の保育園等に入所しているお子さんが

１０人、育児休業中が４人、求職活動中の方が

３人、特定の保育施設を希望している方が１人

となっております。 

 以上の経過から、今後の対応としましては、

本年度より開始しております七飯町認可外保育

施設保護者負担軽減補助制度の活用について御

案内するとともに、入所枠について、町内の保

育施設等と情報共有しながら、保護者の方々に

対して、きめ細かに御案内するなど、潜在的待

機児童の解消に努めてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） こども基本法第１０条に

おいて、都道府県市町村は、こども大綱を勘案

して、当該都道府県におけるこども施策につい

ての計画、自治体こども計画を定めるよう努め

ることとされているとあるのですけれども、こ

れは、第２期七飯町子ども・子育て支援事業計

画ということでいいのかどうか、確認させてく

ださい。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） はい、その第

２期子ども・子育て支援計画のことでございま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） これにおいて、今回、こ

ども家庭庁が出されている補助金とかの対象に

なるのかというふうに思うのですけれども、こ

の第２期子ども・子育て事業計画の中で、子ど

も・子育て会議とあるのですけれども、これは

どれくらいの頻度で開催しているのでしょう

か。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） 子ども・子育

て会議は、まず、基本的には年に１回でござい

ます。あとは、必要に応じて、審議する案件が

あれば、随時開催するというような性質のもの

でございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） 新型コロナウイルス感染

症の影響とかもあって、いろいろ子供を取り巻

く環境というのは、いろいろ変わっていってい

るとは思いますし、また、今回、こども家庭庁
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でいろいろな施策が出ていると思うのですけれ

ども、先ほどの補助金のほかに、例えば、そう

いう保育園とか認定こども園とかに情報とかは

どういうふうにされているのでしょうか。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） お答えしま

す。 

 国の補助制度としては、建物を改築したり、

修繕したりするという部分の補助と、それか

ら、保育の環境を整えていくための保育士の就

業の条件ですとか、そういうものがあるのです

けれども、新しく情報が入りましたら、まず

は、都度でメール等でお知らせをする。それか

ら、園長・所長会議というのを年に４回開催し

ておりますので、その都度、情報があれば資料

を提供します。 

 そのほかに、個別に各施設から、法人から相

談があれば、都度、相談に応じているというよ

うな状況にございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） 本当に数多くの施策が行

われていて、どの事業所にどういうのが当ては

まるのかというところが、ちょっと分かりづら

い部分もいっぱいあるのかなと思っていて、き

め細やかな、この園に対してとか、施設に対し

てこんな補助金があるよとか、こんな形ででき

るよというふうに案内ができればいいなという

ふうに思っています。 

 先ほどの待機児童のお話なのですけれども、

人数が、やはり若干の待機児童が潜在的な部分

も含めて出ていると思うのですけれども、やは

りゼロ歳児から２歳児までが多くいると思うの

ですけれども、この解消について、保育士が足

りないとかという部分があると思うのですけれ

ども、保育士の募集に関しては、どのような方

法をとられているのか教えてください。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） 保育士不足の

解消に対しての保育士の募集というところでご

ざいますが、七飯町直営の大中山保育所の例で

申しますと、まずは広報ですとかホームページ

ですとか、そういうところで募集をしていると

いうところと、あとは、保育士バンクという制

度がありますので、そちらの活用もお願いをし

て、そちらには保育士の資格を持っている方が

自分のライフワークに合わせた働き方ができる

ような、私はパートで働きたい、私はフルタイ

ムで働きたいというような、それぞれの働き方

の希望がありますので、そういうことを聞き取

りをしながら、申込があれば、直営の大中山保

育所もそうですけれども、民間の保育園にも案

内をして、こういう人が保育士バンクに登録し

たけれども、需要はありますかということで聞

きながら、マッチングをさせていっているとい

うようなところでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） ほかの地域での取組なの

ですけれども、こういうのではがきとかをダイ

レクトに送って、現在の状況を確認したりと

か、あと、働きませんかというアナウンスをさ

れている地域もあるのですけれども、七飯町は

そのような取組をしているのでしょうか。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） 直接はがきで

御案内するというようなことはやっておりませ

ん。保育士の資格を持っている方の把握という

ところが、なかなか難しいので、今は、そのよ

うな取組はしておりません。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） ゼロ歳から２歳までの待

機児童の解消について、保育士の方々をやはり

雇っていくというか、充当していくというとこ

ろが必要だと思うのですけれども、例えばなの

ですけれども、ほかの地区でやられていること

が、そういう方向けにしばらく働いていない

方、またちょっとしか働いていないで、例えば

結婚されたとか、離れた方に研修をやったりと

か、実習をしたりとかして、働く機会の安心を

与えるというか、そういう取組をしているとこ

ろもあるみたいなのですけれども、今までそう

いう取組をされたことはありますか。 
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○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） そのような取

組は、七飯町ではやっておりませんので、今、

お聞きしまして、ほかの自治体の取組で参考に

なることがありましたら、積極的に考えていき

たいと思いますので、御理解をお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） あと、老朽化の部分なの

ですけれども、先ほどお聞きしましたら、やは

り大沼保育園の４９年、藤城保育園の４２年、

みどり保育園の３８年と、かなり老朽化が、築

年数がたっているのですけれども、今回の施策

の中に、こういう改修とかの取組もあるのです

けれども、このような計画はどんなふうになっ

ていますか。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） 老朽化に関し

ての御質問ですね。藤城保育園ですとか、大沼

保育園とか、耐用年数とか間近であったり、超

えたりしているところもありますので、耐用年

数というのは、原価償却などを計算するために

規定されているのですけれども、実際の建物の

寿命というのは、適切なメンテナンスを行なう

ことで延ばすことは可能ということですので、

そういう民間の保育施設に関しても、関係法人

が修繕ですとか、メンテナンスを加えながら、

施設の維持を行なっているというふうには認識

しております。 

 ただ、そうは申しましても、快適な保育環境

ですとか、安心・安全な保育の観点からは、計

画的な更新等というのは必要と考えておりま

す。 

 その上で、改築ですとか、大規模修繕をする

場合には、費用もかかるということもあります

ので、民間法人から相談があれば、それぞれの

条件、子供の人数とかによって補助の金額も変

わってきますので、それぞれの条件に応じた補

助内容などを紹介して、あと、手続についても

非常に面倒で煩雑なので、そちらについても助

言ですとか、支援はしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） 先ほど、施設のほうから

問合せがあればということだったのですけれど

も、ぜひ、そこは、例えば、メールで送られて

きて、私もいろいろなメールが来たときに、結

構本当にスルーしてしまって、見逃してしまう

部分が結構ありまして、それなので、そこの施

設、施設によって、これに該当するとかという

ところを、ちょっと見てみてねとかというよう

な感じで、声をかけることによって、その施設

で使える補助金だったりとかがあると思います

ので、その辺は積極的に、こちらのほうから投

げかけていただければなと思うのですけれど

も、その辺はどうでしょうか。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） そうですね、

普段のメールのやりとりだと極めて事務的な形

にはなってしまいますので、私どもとしては、

ちょっと話は違うのですけれども、保育の入所

枠とかが空きができたら連絡をお互い情報共有

して、電話ですとか、園長・所長会議の場で

も、いろいろ情報共有する場はあるのですけれ

ども、やはり、電話ですとか、直接対話をし

て、お話をして、あとは、園長先生が保健セン

ターに顔を出すこともあるのですよね、そうい

うときにも、声がけをして、困っていることは

ないですかとか、そういうようなところでの声

がけは心がけておりますので、そういうことを

しながら、お互いに情報共有してきめ細かなよ

い関係を築いていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） よい関係の中に、やはり

一歩踏み込んで、やはりその施設の老朽化と

か、使える支援というのをこちらのほうから投

げかけるような努力をしていってほしいなと思

います。 

 また、ほかの市町村で、国や道の補助の上乗

せのほかに七飯町自身がさらにプラスして補助

をしてやっているケースもあるのですけれど

も、七飯町でそういったことは考えてないのか
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どうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） 町独自の補助

というものの検討はないのかという御質問かと

思います。 

 こちらに関しましては、保育園の改築または

新設となると、本当に大きな費用がかかりま

す。国の補助の補助割合にしても、町が４分の

１というところで、そこはもう規定の範囲です

けれども、補助することになっておりますの

で、それを超えて補助を上乗せするということ

になると、やはり、財政負担が伴いますので、

これは必要があればこれから検討するとか、研

究しながら考えなければならないことかなと

思っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） 実際、本当にお金が絡ん

でくる話なので、すぐにこうやるというふうに

は言えないと思うのですけれども、実際、この

チャンスというか、こども家庭庁ができたとき

に、これだけ多くの施策が出ているので、これ

をやはり七飯町が子育てしやすい町に向かって

いくためにも、その辺を今後考えていくことが

必要だと思います。その辺について、もう少し

御説明のほうをよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） こども家庭庁

ができまして、様々な施策が示されているとこ

ろですので、私どもとしましても、勉強して、

どのようなものが、その中のたくさんの施策の

中でどれが七飯町に合っているかとか、どれが

必要かとか、そういうところを研究しながら活

用できるものは活用してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 以上で、一般質問を終わ

ります。 

  ─────────────────── 

 日程第５  

同意第１号 副町長の選任について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 同意第１号副

町長の選任についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（杉原 太） それでは、同意第１号 

副町長の選任について提案理由を御説明申し上

げます。 

 次の者を副町長に選任したいので、地方自治

法第１６２条の規定に基づき、議会の同意を求

めるものでございます。 

 次の者とは、氏名工藤稔氏でございます。住

所及び生年月日は、議案に記載のとおりでござ

います。 

 提案理由となりますが、副町長であります宮

田東氏が令和５年６月３０日で退任されること

から、工藤稔氏を新たに副町長として選任した

く、提案するものです。 

 工藤氏は、平成６年４月１日に北海道職員に

奉職され、平成１２年４月１日から平成１４年

３月３１日まで当時の自治省及び総務省へ出

向、同年４月１日に北海道職員に復職してか

ら、現在まで道行政の第一線で御活躍され、そ

の行政手腕は高く評価されているところでござ

います。 

 また、空知総合振興局の地域政策課課長、北

海道本庁の地域政策課主幹、交通企画課主幹等

を歴任しており、市町村行政全般に精通し、住

民や外部団体との調整・渉外能力、課題解決に

向けた企画力の優れた人材であって、豊富な見

識を有しております。 

 よって、副町長として適任であることから、

地方自治法第１６２条の規定に基づき、議会の

同意を求めるものでございます。 

 御同意くださいますようよろしくお願い申し

上げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、町長のほうから説

明がございました。これまで、道のほうから町

の職員を派遣によって補うということはありま

した。 ですが、このように町の副町長という
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人事について、道からの派遣で補うということ

は初めてのことであります。今、町長が説明さ

れましたけれども、各種の重要な部門で活躍さ

れた方だというようなことでありましたけれど

も、七飯町の副町長ということになりますと、

やはり、これまでの七飯町の行政の歴史だと

か、いろいろな施策に精通していることが一つ

の条件ではなかったのかなというふうに思いま

す。 

 そういったことで言えば、庁舎内に副町長の

対応ができる人材がいないということであった

のか、それとも、いるけれども、今回はこうい

う形で一定の、町長としての目的を持った形で

道からの派遣の人事を依頼したということなの

か、その辺についての町長の考え、どうであっ

たのか、その辺についてもう少し理解が得られ

るような説明がほしいなというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 実際、庁舎内には優れた

管理職もおります。そしてまた、これまで３期

９年間、宮田副町長には職員を育てていただい

て、管理職もそれなりの知識と経験を持って、

今、まだまだ伸び代を持っております。 

 今、社会情勢の中で、国の補助金・交付金関

係だとか、起債の仕組みだとか、そのお金の流

れだとか、制度が子ども・子育ての部分でも変

わってきていますけれども、そういう国と道

と、そのパイプも含めて、そしてまた、職員の

育成も含めて、そういう全道でそういう経験を

された、そしてなおかつ、この方は市町村課の

ほうで勤務したことがありまして、市町村の行

財政の相談窓口でもある市町村係長も経験して

おりまして、そういう意味では、行政と財政と

詳しい方でございまして、また、道という大き

な組織の中で今、主幹という形で職員の育成も

されている方でございますので、町の管理職の

方も、今、そういう意味で、そういう方を迎え

入れることによって、一緒にまちづくりに進ん

でいきながら、成長していただけるものという

ふうに考えておりまして、ここでワンポイン

ト、外から初めての経験ではございますけれど

も、工藤稔さんを迎え入れて、そして、七飯町

の管理職と交流をしながら、職員のますますの

成長・育成をしながら、次には、中から副町長

のほうに上げていく職員を育てていきたいとい

う考えの中で、このたび、道からの派遣の副町

長を受け入れたいという思いでございますの

で、御支援・御協力のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、町長の答弁で、道

のほうで主幹も務めて、また、ほかの自治体の

中でも市町村の係長という形で経験も積んだ方

だということでの推薦だということなのです

が、そういった町の職員を育てて、そして、そ

ういう人事に充てるということは、本来なら

ば、町がそういったところに派遣をして、人材

を育てて、町に戻ってきてもらって、対応する

というような独自の取組というのはあっていい

と思うのですが、今回は、副町長という人事に

全く七飯町の歴史やそういった行政の経緯、実

情、こういったことを経験していない人材を直

接充てるというのは、ちょっと違和感がやはり

あるというふうに私は思っております。そう

いったことで言えば、これ、ちょっとどうかな

という意見を述べざるを得ないわけです。 

 そういったことで、町長は、人材育成、２年

後には育成して、対応していけるようにという

ことですが、現在でも、副町長人事に対応でき

る人材がいないわけではないという中での道か

らの人事派遣を依頼したということなのです

が。その目的については、もう少しはっきり

言っていただきたいなというふうに思います。

要するに、町長は、この人事によって、七飯町

の行政にどのようなことを実際は期待されてい

るのか、そういったことをもう少しはっきり

言っていただきたいなというふうに思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 具体的にいきますと、今

年度、社会教育施設整備のほうに進んでまいり

ます。図書館とスポーツセンターの基本構想、

基本設計という中で、財源も見つけていかなけ

ればなりません。より有効な財源を探すという
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ことで、道とのパイプ、国とのパイプ、そし

て、また今現在いる管理職を含めて七飯町の職

員も、これまでに道との交流、派遣だとかで、

研修・交流されてきた職員も数人、数多くおり

ます。そういう部分で、そういう職員も含め

て、今度は道から副町長という立場で迎える中

で、こちらの役場職員のほうもそこを支えなが

ら、自分たちのまた、より一層の成長をしなが

ら、そして、この七飯町の行財政を安定させ

て、そしたまた、今、取りかかる図書館、ス

ポーツセンターの施設の整備に向けて取り組ん

でいくのにちょうどいいスタートだというふう

に考えておりますので、七飯町の歴史では初め

てのことになるかと思いますけれども、そうい

う意味で、より交付金だとか、起債だとか、そ

ういう事業の経費につきましては、道と、それ

から国とそういう部分での情報のスピード感だ

とか、そういうものも必要だったというふうに

思います。職員と一緒にまちづくりのほうに進

めていただきたいというふうに考えております

ので、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、人事案件でありますので、議会運営

例規第１１１項により、討論を省略いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、討論を省略するこ

とに決定いたしました。 

 これより、起立により採決を行ないます。 

 同意第１号 副町長の選任について、これに

同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって、本件については、これに同意するこ

とに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第６  

同意第２号 監査委員の選任について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 同意第２号監

査委員の選任についてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、神﨑和

枝議員は除籍となります。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（杉原 太） 同意第２号 監査委員の

選任について提案理由を御説明申し上げます。 

 次の者を監査委員に選任したいので、地方自

治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の

同意を求めるものでございます。 

 次の者とは、氏名神﨑和枝氏で、住所及び生

年月日は議案に記載のとおりでございます。 

 提案理由となりますが、神﨑和枝氏は、平成

１１年５月から七飯町議会議員を務められ、現

在、７期目の任期を迎えております。その間、

平成１９年６月から平成２３年４月まで監査委

員を、平成２３年６月から同年１２月まで議長

を、平成２７年５月から平成３１年４月まで副

議長を、令和元年６月から令和５年４月まで監

査委員を歴任されております。 

 神﨑氏は、昭和６３年４月に旧第一勧業銀行

に就職され、平成５年９月に同行を退職した

後、同月に旧函館信用金庫に就職し、平成１０

年１２月までの間、函館信用金庫役場派遣所に

おいて勤務され、公金の出納事務に携わってお

りました。 

 財務管理及び行政運営に関し、優れた識見を

有しており、監査委員として適任であることか

ら、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を求めるものでございます。 

 御同意くださいますようよろしくお願い申し

上げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 
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 本件は、人事案件でありますので、議会運営

例規第１１１項により、討論を省略いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、討論を省略するこ

とに決定いたしました。 

 これより、採決を行ないます。 

 同意第２号 監査委員の選任について、これ

に同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 神﨑和枝議員の除籍を解きます。 

  ─────────────────── 

 日程第７  

同意第３号 固定資産評価審査委員会委員

の選任について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 同意第３号固

定資産評価審査委員会委員の選任についてを議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（杉原 太） 同意第３号固定資産評価

審査委員会委員の選任について、提案理由を説

明申し上げます。 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任

したいので、地方税法第４２３条第３項の規定

に基づき、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 次の者とは、氏名堀純氏で、住所及び生年月

日は議案に記載のとおりでございます。 

 提案理由となりますが、現在、固定資産評価

審査委員会委員であります森忠昭氏が、令和５

年６月２６日で任期満了となることから、森氏

の後任に堀純氏を選任したく、提案するもので

ございます。 

 堀氏は、大沼で会社役員として勤務されてお

り、大沼岳陽学校ＰＴＡ会長のほか、七飯町ま

ち・ひと・しごと創生推進委員会委員などの要

職を務められており、周囲の信望も厚く、税に

対する知識や固定資産評価についての豊富な識

見を有しており、固定資産評価審査委員会委員

として適任者であります。 

 よって、地方税法第４２３条第３項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 御同意くださいますようよろしくお願い申し

上げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、人事案件でありますので、議会運営

例規第１１１項により、討論を省略したいと思

いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、討論を省略するこ

とに決定いたしました。 

 これより採決を行ないます。 

 同意第３号固定資産評価審査委員会委員の選

任について、これに同意することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第８から日程第２１まで  

同意第４号から同意第１７号まで 

農業委員会委員の任命について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 同意第４号農

業委員会委員の任命についてから、日程第２１ 

同意第１７号農業委員会委員の任命についてま

で、以上１４件を一括して議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（杉原 太） 農業委員会委員の任命に

ついて提案理由を御説明申し上げます。 



－ 40 － 

 同意第４号農業委員会委員の任命についてか

ら、同意第１７号農業委員会委員の任命につい

てまでの、以上１４件について一括して提案理

由を御説明申し上げます。 

 同意第４号から同意第１７号までの１４件の

者を農業委員会委員に任命したいので、農業委

員会等に関する法律第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を求めるものでございます。 

 提案理由となりますが、１４件、いずれも農

業委員会委員が令和５年７月１９日で任期満了

となることから、農業委員会等に関する法律第

９条第１項の規定による推薦を受けた者及び同

項の規定による募集応募した者について、七飯

町農業委員候補者評価委員会において実施した

評価の結果を尊重し、農業委員会の委員を任命

することについて、同法第８条第１項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 始めに、同意第４号の次の者とは、氏名山川

明氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとお

りでございます。 

 次に、同意第５号の次の者とは、氏名小澤大

栄氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとお

りでございます。 

 次に、同意第６号の次の者とは、氏名宮本猛

氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとおり

でございます。 

 次に、同意第７号の次の者とは、氏名青山誠

氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとおり

でございます。 

 次に、同意第８号の次の者とは、氏名平野博

章氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとお

りでございます。 

 次に、同意第９号の次の者とは、氏名松田永

氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとおり

でございます。 

 次に、同意第１０号の次の者とは、氏名澤田

雄一氏で、住所及び生年月日は議案に記載のと

おりでございます。 

 次に、同意第１１号の次の者とは、氏名池田

泰久氏で、住所及び生年月日は議案に記載のと

おりでございます。 

 次に、同意第１２号の次の者とは、氏名岩崎

和彦氏で、住所及び生年月日は議案に記載のと

おりでございます。 

 次に、同意第１３号の次の者とは、氏名杉村

久悦氏で、住所及び生年月日は議案に記載のと

おりでございます。 

 次に、同意第１４号の次の者とは、氏名宮田

学氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとお

りでございます。 

 次に、同意第１５号の次の者とは、氏名千島

武氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとお

りでございます。 

 次に、同意第１６号の次の者とは、氏名神秀

子氏で、住所及び生年月日は議案に記載のとお

りでございます。 

 次に、同意第１７号の次の者とは、氏名宮後

英子氏で、住所及び生年月日は議案に記載のと

おりでございます。 

 以上、１４名の方々を適任と考え、任命いた

したいと存じますので、御同意くださいますよ

うよろしくお願い申し上げ、提案説明といたし

ます。 

○議長（木下 敏） これより一括して質疑を

許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま一括議題としております１４件は、

人事案件でありますので、議会運営例規第１１

１項により、１４件全ての討論を省略いたした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、一括議題としております１４件は、

全て討論を省略することに決定いたしました。 

 これより採決を行ないますが、提案ごとに順

次行なってまいります。 

 最初に、同意第４号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 
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 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第５号農業委員会委員の任命につ

いて、これに同意することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第６号農業委員会委員の任命につ

いて、これに同意することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第７号農業委員会委員の任命につ

いて、これに同意することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第８号農業委員会委員の任命につ

いて、これに同意することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第９号農業委員会委員の任命につ

いて、これに同意することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１０号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１１号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１２号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１３号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１４号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１５号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１６号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 
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 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

 次に、同意第１７号農業委員会委員の任命に

ついて、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決

定いたしました。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本日の日程は全

部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ３時０６分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


